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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1)連結経営指標等 

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第12期中、第13期中、第14期中及び第13期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は、１株当たり中

間（当期）純損失が計上されているため記載しておりません。 

３．従業員数は各期の正社員数及び契約社員数であり、臨時雇用者数は（ ）内に各期の平均人員を外数で記載し

ております。 

４．当社は、平成16年６月14日開催の取締役会の決議に基づき平成16年８月20日付をもって普通株式１株を10株に

分割しております。なお、第12期の１株当たり当期純利益金額は、期首に分割が行われたものとして計算して

おります。 

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13期 

会計期間 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
６月30日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成18年 
１月１日 
至平成18年 
６月30日 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
12月31日 

売上高（千円） 1,064,257 807,590 708,153 2,270,401 1,415,774 

経常利益または経常損失

（△）（千円） 
19,489 △131,051 △76,447 79,555 △273,513 

中間（当期）純利益又は純損

失（△）（千円） 
△48,221 △264,261 △79,447 69,966 △470,144 

純資産額（千円） 1,542,059 1,400,072 1,641,801 1,620,352 1,203,060 

総資産額（千円） 1,885,594 1,794,452 2,961,503 2,055,389 1,534,108 

１株当たり純資産額（円） 268,932.57 23,015.40 23,288.08 28,451.20 19,485.29 

１株当たり中間（当期）純利

益金額又は中間（当期）純損

失金額（△）（円） 

△8,396.82 △4,507.49 △1,208.13 1,221.54 △7,838.14 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額（円） 
－ － － 1,092.12 － 

自己資本比率（％） 81.8 78.0 55.0 78.8 78.4 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△2,382 △226,505 33,732 325,592 △257,094 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△120,433 △2,236 △416,540 9,213 △112,693 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△16,542 107,190 494,455 △71,877 241,290 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
502,861 778,248 942,766 903,365 740,589 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）

（人） 

64 

(36)

55 

(22)

76 

(20)

61 

(34)

45 

(20)



(2)提出会社の経営指標等 

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．従業員数は各期の正社員数及び契約社員数であり、臨時雇用者数は（ ）内に各期の平均人員を外数で記載し

ております。 

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13期 

会計期間 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
６月30日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成18年 
１月１日 
至平成18年 
６月30日 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
12月31日 

売上高（千円） 748,808 526,388 535,528 1,461,709 1,142,126 

経常利益または経常損失

（△）（千円） 
20,384 △125,346 △114,474 100,918 △251,819 

中間（当期）純利益又は純損

失（△）（千円） 
△51,980 △263,354 △123,615 69,488 △452,998 

資本金（千円） 764,500 783,900 1,020,350 764,500 788,450 

発行済株式総数（株） 6,000 63,880 71,730 60,000 64,790 

純資産額（千円） 1,603,479 1,398,282 1,601,916 1,685,051 1,217,778 

総資産額（千円） 1,819,537 1,626,399 2,893,687 1,939,139 1,554,759 

１株当たり中間（年間）配当

額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 88.1 86.0 55.2 86.9 78.3 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）

（人） 

44 

(9)

46 

(22)

48 

(17)

43 

(7)

42 

(16)



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業内容については、モバイルコンテ

ンツ事業への進出のため、平成18年４月27日付で中国の有力モバイルコンテンツ・プロバイダーであるBeijing Lel

e Interactive Science and Technology Co., Ltd.を、中間持株会社であるStar Port Holdings Corp.および星港世

紀科技有限公司を通じて子会社化いたしました。 

 また、デザイン事業を営むイメージワークス株式会社については、当社が保有していた全株式を、平成17年４月７

日付で同社代表取締役社長小森谷典穂氏に売却したことにより、資本関係を解消いたしましたが、役員の兼務状況等

により実質的な支配関係があると認めらるため、引き続き連結範囲の対象としております。なお、同社は当中間連結

会計期間においてDEXイメージ株式会社から社名変更しております。 

 

 なお、当中間連結会計期間における当社グループ（当社及び連結子会社）の事業区分は以下のとおりであります。

 （注）イメージワークス株式会社につきましては、持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているために子会社と

   いたしました。 

会 社 名 主たる事業 当社出資比率 当社との関係 

デザインエクスチェンジ株式会社（当社） 
デザイン事業 

Webコマース事業 

サービス事業  

プロダクト事業  
－ － 

飲食事業 

DEX IMAGE PTE LTD 

デザイン事業 

Webコマース事業 100.0％ 連結子会社 

DEXインベストメント株式会社 投資事業 100.0％ 連結子会社 

イメージワークス株式会社 
ストックフォトコンテ

ンツの企画・開発 
 －％ 連結子会社 

Star Port Holdings Corp. 

モバイルコンテ

ンツ事業 

Beijing Lele Interac

tive Science and Tec

hnology Co., Ltd.の

中間持株会社 

 100.0％ 連結子会社 

星港世紀科技有限公司 

Beijing Lele Interac

tive Science and Tec

hnology Co., Ltd.の

中間持株会社 

 100.0％ 連結子会社 

Beijing Lele Interactive Science and Tech

nology Co., Ltd. 

携帯電話向けコンテン

ツの配信 
 100.0％ 連結子会社 



３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。 

（注）議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合であります。 

４【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

（注）１．従業員は正社員数及び契約社員数であり、臨時雇用者数は（ ）内に各期の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。 

３．従業員が前期末に比し31名増加したのは、Beijing Lele Interactive Science and Technology Co., Ltd.の

買収等に伴うものであります。 

(2)提出会社の状況 

（注）１．従業員は正社員数及び契約社員数であり、臨時雇用者数は（ ）内に各期の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

２．従業員が前期末に比し6名増加したのは、業容拡大に伴う採用等によるものであります。 

(3)労働組合の状況 

労使関係は労使協調を基本として順調に運営されており、特に記載すべき事項はありません。 

名称 住所 
資本金 

（千円）
主要な事業の内容 

議決権の所有又

は被所有割合 

（％） 

関係内容 

（連結子会社） 

  

Star Port Holdings Corp. British Virgin Islands 0 

Beijing Lele Inte

ractive Science a

nd Technology C

o., Ltd.の中間持

株会社 

100.0 － 

（連結子会社） 

  

星港世紀科技有限公司 中国北京市 － 

Beijing Lele Inte

ractive Science a

nd Technology C

o., Ltd.の中間持

株会社 

100.0 

(100.0)

役員の兼務1

名 

（連結子会社） 

Beijing Lele Interactive S

cience and Technology C

o., Ltd. 

中国北京市 21,465 
モバイルコンテン

ツ事業 

100.0 

(100.0)
－ 

  平成18年６月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

デザイン事業 33( 5) 

モバイルコンテンツ事業 25( 3) 

飲食事業 9(12) 

全社（共通） 9(－) 

合計 76(20) 

  平成18年６月30日現在

従業員数（人）  48(17) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

 当中間連結会計期間のわが国経済は、企業業績の好調持続、日経平均株価の続伸などにより景気の回復基調が一段

と鮮明になった一方、㈱ライブドアの粉飾決算疑惑などにより企業統治のあり方の問題が浮き彫りになった半期でし

た。 

 このような事業環境のなか、当中間連結会計期間の当社グループは基本４戦略である、 

 (1) Webコマース事業への集中 ～デザインのポータル戦略～ 

 (2) 事業ポートフォリオの再編 ～経営効率・合理化の徹底追求～ 

 (3) グローバル戦略の本格始動 ～事業領域の「地域的」拡大～ 

 (4) 新規事業分野の獲得 ～事業領域の「質的」拡大～ 

に沿って、Webコマース事業への集中と事業再編の積極推進により、さらなる成長に向けて活動してまいりました。 

（デザイン事業） 

 当社グループは基本４戦略を継続して展開しており、戦略の中核となるデザインのポータルサイト「DEX（www.de

x.jp）」を運営するWebコマース事業は、引き続き成長しております。当中間連結会計期間は、コンテンツの積極投

入とオンライン・マーケティングを主軸とした集客施策に注力し、会員数が64万人を超えるなど順調な進捗を見せた

結果、当事業の売上高は227百万円（前年同期比10.7％増）となりました。また、Webコマース事業の売上高が全体に

占める割合は、前年同期の25.4％から当中間連結会計期間は32.1％と上昇し、事業ポートフォリオ再編の成果が着実

に表われております。また、今後ユーザビリティ向上・新規サービス投入を目的とした新システムの開発とコマー

ス・サイトのリニューアルを実現することにより、さらなる売上の拡大を図ってまいります。 

 サービス事業については、Webコンテンツ配信・管理ASPサービスのシステム構築の受注、デザイン・コンテンツの

ライセンス販売が中心となり、当事業の売上高は108百万円（前年同期比14.9％減）となりました。 

 中核事業であるWebコマース事業などへの集中を進める一方、プロダクト事業については製造・販売体制の再構築

を検討してまいりましたが、本年３月に㈱イーフロンティアとの業務提携の拡充を締結いたしました。本提携拡充

は、当社の豊富なデザイン・コンテンツを基盤とした製品開発力と㈱イーフロンティアの持つ高い販売力・ブランド

力をそれぞれ最大限に活用することによって製品力強化・販売拡大を図ることを目的としており、今後当社が開発す

る素材集パッケージ・ソフトについてはほぼ全てのタイトルについて、製造・物流・販売を㈱イーフロンティアが行

うこととなりました。これに伴うパッケージ化許諾料、商標使用許諾料等を売上として計上したことなどより、当事

業の売上高は97百万円（前年同期比36.2％減）となりました。 

 これらにより、デザイン事業については、売上高432百万円（前年同期比38.1％減）、営業損失15百万円（前年同

期は営業損失94百万円）を計上いたしました。 

（モバイルコンテンツ事業） 

 本年４月に中国の有力モバイルコンテンツ・プロバイダであるBeijing Lele Interactive Science and 

Technology Co., Ltd.（以下Leleという）を買収し、本格的にモバイルコンテンツ事業に進出いたしました。当中間

連結会計期間は、同社においてアフィリエイト・サイトを活用したマーケティング戦略に注力した結果、売上高は

172百万円、営業利益は41百万円となりました。 

（飲食事業） 

 飲食事業については、タリーズコーヒーのフランチャイズ４店舗を運営しており、売上高は103百万円（前年同期

比5.6％減）、営業利益は14百万円（前年同期比20.9％増）となりました。 

 グループ全体の業績については、デクスキューブ㈱等の子会社が連結から除外された影響などにより、連結売上高

は708百万円（前年同期比12.3％減）となりました。 

 一方、事業ポートフォリオ再編の方針に基づき、収益性の低いノンコア事業については撤退・売却し、Webコマー

ス事業などコア事業への集中を進めた結果、売上総利益率は改善し、連結売上総利益は389百万円（前年同期比5.4％

増）となりました。 



 販売費及び一般管理費については、Lele買収に係るのれんの償却額9百万円を計上した一方、子会社が連結から除

外された影響などにより給与手当が前年同期比で29百万円減少し、また経営の効率化・合理化のための施策実施の成

果として、本社事務所賃借の一部解約等により地代家賃が前年同期と比較して13百万円減少するなどいたしました。

さらに、前期に不稼動固定資産の除却を実施したこと等により、減価償却費は前年同期と比較して17百万円減少いた

しました。これらコスト削減努力の結果として、販売費及び一般管理費は前年同期と比較して42百万円減少して457

百万円（前年同期比8.5％減）となりました。 

 この結果、連結営業損失は68百万円（前年同期は連結営業損失130百万円）、連結経常損失は76百万円（前年同期

は連結経常損失131百万円）となりました。 

 また、本社事務所賃借の一部解約等に伴う固定資産除却損7百万円を特別損失に計上したほか、法人税、住民税及

び事業税などを加減算した結果、連結中間純損失は79百万円（前年同期は連結中間純損失264百万円）となりまし

た。 

 また、所在地別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

（日本） 

 国内におきましては、デザイン事業および飲食事業の展開により、売上高は535百万円、営業利益は0百万円となり

ました。 

（中華人民共和国） 

 中華人民共和国におきましては、Leleのモバイルコンテンツ事業の展開により、売上高は172百万円、営業利益は

41百万円となりました。 

（シンガポール共和国） 

 シンガポール共和国のDEX IMAGE PTE LTDは、デザイン事業の海外売上に係る販売管理業務を行っており、売上高

は2百万円、営業損失は1百万円となりました。 

 なお、当中間連結会計期間より所在地別のセグメント情報を記載しているため、前年同期比は記載しておりませ

ん。 

(2)キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、税金等調整前中間純損失△78百万円、および仕入債務の増減額△17百万円などと、

減価償却費54百万円、およびたな卸資産の増減額52百万円などとの差引により、営業活動によるキャッシュ・フロー

は33百万円となりました（前年同期は△226百万円）。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、Leleの中間持株会社であるStar Port Holdings Corp.など関係会社株式の取得によ

る支出△461百万円、および無形固定資産の取得による支出△27百万円などと、保証金の返還による収入73百万円な

どとの差引により、投資活動によるキャッシュ・フローは△416百万円となりました（前年同期は△2百万円）。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、BBMFグループに対する第三者割当増資などの株式の発行による収入453百万円など

により、財務活動によるキャッシュ・フローは494百万円となりました（前年同期は107百万円）。 

 以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ202百万円増加し、

942百万円となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1)生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、以下のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．デザイン事業およびモバイルコンテンツ事業における生産実績は、製造原価で表示しております。 

３．モバイルコンテンツ事業は当中間連結会計期間より開始したため、前年同期比を記載しておりません。 

(2)受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、以下のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3)販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、以下のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

３．モバイルコンテンツ事業は当中間連結会計期間より開始したため、前年同期比を記載しておりません。 

４．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における、主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実

績に対する割合は、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比（％） 

デザイン事業 96,567 △66.5 

モバイルコンテンツ事業 51,206 － 

合計 147,773 △48.7 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

デザイン事業 704,054 △25.5 － － 

合計 704,054 △25.5 － － 

事業の種類別セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％） 

デザイン事業 432,252 △38.1 

モバイルコンテンツ事業 172,296 － 

飲食事業 103,605 △5.6 

合計 708,153 △12.3 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

相手先 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

ユーシーカード株式会社 78,724 9.8 87,182 12.3 

Zhang Shangtong － － 86,529 12.2 



３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はあ

りません。 

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに以下の経営上の重要な契約の締結を行いました。 

 なお、BBMF Corporationとの間で締結していた資本業務提携契約については、平成18年８月11日付をもって解消いた

しました。 

(1）資本業務提携に関する契約 

(2）業務提携に関する契約 

５【研究開発活動】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）の研究開発活動は、デザイン事業を担当するマーケティングセールスグルー

プを中心に実施しており、具体的な研究成果については、Webコマース事業を中核とした各商品・サービスにおける

マーケティング・企画、新規ブランドの開発、およびプロダクトの製品企画などにおいて利用されております。 

 当中間連結会計期間における研究開発費としては、当該部門の研究開発活動に係る人件費等9,300千円を計上して

おります。 

 なお、モバイルコンテンツ事業および飲食事業につきましては、研究開発費は発生しておりません。 

契約締結先 契約日 契約期間 内容 

BBMF Corporation 平成18年３月７日 － 当社とBBMFグループ間において、資本関係およ

び業務関係に関する包括的な提携関係を結ぶこ

とにより、当社の新規事業への円滑な参入を実

現し、相互の事業における相乗効果を追求する

とともに、当社の経営基盤の安定化・強化を図

ることを目的としております。 

契約締結先 契約日 契約期間 内容 

株式会社イーフロ

ンティア 

平成18年３月10日 ２年間 当社が保有するコンテンツ・ソフトウェアを株

式会社イーフロンティアにおいてパッケージ製

品化することを目的としております。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、当社は前連結会計年度に引き続いてWebコマース事業用設備のソフトウェア・ハー

ドウェア両面における拡張、及びデザインコンテンツの開発・調達を行いました。また、当中間連結会計期間におい

てBeijing Lele Interactive Science and Technology Co., Ltd.を連結の範囲に含めたことにより、同社の設備が

新たに主要な設備に加わりました。 

 （1）提出会社 

平成18年６月30日現在

（注）１．金額は減価償却後の帳簿価額によります。なお、金額には消費税は含めておりません。 

２．デザイン事業のWebコマース事業用システムのソフトウェアは、インターネット上でのダウンロード販売等を

行うためのシステム構築に係る支出であります。 

３．デザイン事業のデザインコンテンツは、Webコマースサイト上でのダウンロード販売、企業向けサービス、プ

ロダクト等での販売用の素材の開発・調達に係る支出であります。 

 （2）在外子会社 

 （注）１．金額は減価償却後の帳簿価額によります。なお、金額には消費税等は含めておりません。 

２．従業員数は各期の正社員数及び契約社員数であり、臨時雇用者数は（ ）内に各期の平均人員を外数で記載

しております。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において新たに当社グループの主要な設備となったものについては、「１ 主要な設備の状

況」に記載のとおりであります。この他に、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等において、重要

な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セ
グメントの名称 設備の内容 

帳簿価額 従業 

員数 

(名) 

工具器具備
品 

（千円） 

ソフトウェ
ア 

（千円） 

コンテンツ 
（千円） 

合計 
（千円） 

 本社 

（東京都目黒区） 
 デザイン事業 

Webコマース事

業用システム 
29,750 88,884 － 118,635 － 

 本社 

（東京都目黒区） 
 デザイン事業 

デザインコンテ

ンツ 
－ － 64,786 64,786 － 

  平成18年６月30日現在

会社名 事業所名（所在地） 
事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内
容 

帳簿価額 
従業員数 
（名） 工具器具備品 

（千円） 
合計 
（千円） 

Beijing Lele In

teractive Scien

ce and Technolo

gy Co., Ltd. 

 本社 

（中華人民共和国） 

モバイルコン

テンツ事業 
開発設備等 13,406 13,406 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」には、平成18年９月１日から当半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成15年３月28日定時株主総会決議 

（注）行使の条件 

(1)新株予約権の割当を受けたものが、権利行使時においても、当社の取締役および従業員並びに当社子会社の取締

役および従業員であることを要する。 

(2)対象者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、いずれの場合も後記(4)に掲げる新

株予約権割当に関する契約に定める条件による。 

(3)新株予約権の質入、その他の処分は認めない。 

(4)その他の条件については、当社と付与者との間で個別に締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 240,000 

計 240,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年９月29日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 71,730 71,730 
東京証券取引所（マザー

ズ） 
－ 

計 71,730 71,730 － － 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 4 4 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 40 40 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株につき10,000円 １株につき10,000円 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年３月29日 

至 平成22年３月28日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

１株につき 

発行価格  10,000 

資本組入額  5,000 

１株につき 

発行価格  10,000 

資本組入額  5,000 

新株予約権の行使の条件 （注） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは取

締役会の承認を要する 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 



②平成16年３月30日定時株主総会決議 

（注）行使の条件 

(1)新株予約権の割当を受けたものが、権利行使時においても、当社の取締役および従業員であることを要する。 

(2)対象者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、いずれの場合も後記(4)に掲げる新

株予約権割当に関する契約に定める条件による。 

(3)新株予約権の質入、その他の処分は認めない。 

(4)上記の他、権利行使の条件については、平成16年３月30日開催の当社第11回定時株主総会及び新株予約権発行の

取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権割当に関する契約に定めるところによ

る。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 144 144 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,440 1,440 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株につき32,000円 １株につき32,000円 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年３月31日 

至 平成23年３月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

１株につき 

発行価格  32,000 

資本組入額 16,000 

１株につき 

発行価格  32,000 

資本組入額 16,000 

新株予約権の行使の条件 （注） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは取

締役会の承認を要する 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 



③平成18年３月７日定時株主総会決議 

（注）行使の条件 

(1)本件新株予約権の行使は１新株予約権単位（新株予約権１個）で行うものとし、各新株予約権の一部行使は認め

られないものとする。 

(2)権利者が１個または複数の本件新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して発行される株

式数は整数（会社が単元株制度を導入した場合には、一単元の株式数の整数倍）でなければならず、１株（会社

が単元制度を導入した場合は一単元の株式数）未満の部分については株式は割り当てられないものとする。 

(3)権利者は、行使しようとする日の前日までに会社の指定する行使請求書を会社に提出した場合に限り、本件新株

予約権を行使することが出来るものとする。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注）１．SCD Swiss Content & Design Holding GmbHに対する第三者割当増資による増加であります。 

２．新株予約権の行使による増加であります。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 5,470 5,470 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 54,700 54,700 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株につき68,000円 １株につき68,000円 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年３月30日 

至 平成21年３月29日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

１株につき 

発行価格  68,000 

資本組入額 34,000 

１株につき 

発行価格  68,000 

資本組入額 34,000 

新株予約権の行使の条件 （注） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは取

締役会の承認を要する 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成18年３月29日 

（注）１ 
6,800 71,590 231,200 1,019,650 231,200 750,150 

 平成18年１月１日～

平成18年６月30日 

（注）２ 

  140 71,730 700 1,020,350 700 750,850 



(4）【大株主の状況】 

（注）「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第３位を四捨五入しております。 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が47株（議決権－個）含まれてお

ります。  

  平成18年６月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社アイシーピー 東京都千代田区西神田2-5-8 共和15番館 12,000 16.73 

SCD Swiss Content & Desig

n Holding GmbH 

（常任代理人 大和証券エス

エムビーシー株式会社） 

東京都千代田区丸の内1-8-1 6,800 9.48 

稲井田 安史 東京都港区 3,000  4.18 

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜2-4-6 2,081  2.90 

藤井 健之 神奈川県鎌倉市 1,901  2.65 

デザインエクスチェンジ株式

会社 
東京都目黒区上目黒2-9-35 1,838  2.56 

高橋 新 大阪府吹田市 1,441  2.01 

秋元 康 東京都港区 1,000 1.39 

株式会社新進商会 東京都港区三田2-17-25 1,000 1.39 

久保田 明日香 東京都港区 870  1.21 

計 － 31,931 44.52 

  平成18年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式 1,838 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式69,892 69,845 － 

端株     － － － 

発行済株式総数 71,730 － － 

総株主の議決権 － 69,845 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所（マザーズ）におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

  平成18年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

デザインエクスチ

ェンジ株式会社 

東京都目黒区上目

黒二丁目９番35号 
1,838 － 1,838 2.56  

計 － 1,838 － 1,838 2.56  

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高（円） 138,000 100,000 92,800 140,000 133,000 101,000 

最低（円） 91,000 60,500 67,000 88,500 67,300 67,400 

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日 

辞任 取締役 リエン イ ハン 平成18年８月11日 

辞任 取締役 イップ アントニー 平成18年８月11日 

辞任 取締役 八巻 龍一 平成18年８月11日 

代表取締役 取締役 石部 将生 平成18年８月17日 

取締役 代表取締役 リン ハウ アルバート 平成18年８月17日 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づ

き、当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基

いて作成しております。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３

項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当

中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基いて作成して

おります。 

 ただし、前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30

日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     828,477 1,000,308   792,525 

２．受取手形及び売
掛金 

    338,216 316,827   200,273 

３．たな卸資産     139,380 22,007   74,605 

４．繰延税金資産     49,938 2,760   3,801 

５．その他     43,147 121,694   41,098 

貸倒引当金     △13,228 △3,845   △8,397 

流動資産合計     1,385,931 77.2 1,459,751 49.3   1,103,907 72.0

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１   102,384 101,210   98,789 

２．無形固定資産           

(1)のれん   －   1,130,737 －   

(2)ソフトウェア   118,190   90,210 97,169   

(3)コンテンツ   57,821   71,081 69,479   

(4)その他   5,320 181,331 5,861 1,297,891 4,526 171,174 

３．投資その他の資
産 

          

(1)投資有価証券   14,670   12,099 12,362   

(2)差入保証金   102,702   70,812 143,215   

(3)繰延税金資産   －   － 265   

(4)その他   10,683   15,214 945   

貸倒引当金   △8,951 119,106 △6,832 91,294 △487 △156,301 

固定資産合計     402,821 22.5 1,490,396 50.3   426,265 27.8

Ⅲ 繰延資産     5,699 0.3 11,355 0.4   3,934 0.2

資産合計     1,794,452 100.0 2,961,503 100.0   1,534,108 100.0

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金 

    117,328 47,242   56,705 

２．短期借入金     － 132,000   130,000 

３．未払金     － 720,281   60,394 

４．未払法人税等     4,436 5,492   8,815 

５．返品調整引当金     7,049 2,985   9,383 

６．その他     85,948 6,925   6,152 

流動負債合計     214,763 12.0 914,927 30.9   271,449 17.7

Ⅱ 固定負債           

１．長期未払金     － 350,620   － 

２．社債     50,000 40,000   45,000 

３．退職給付引当金     16,142 13,467   14,139 

４．事業損失引当金     1,199 －   458 

５．繰延税金負債     1,219 686   － 

固定負債合計     68,561 3.8 404,774 13.7   59,597 3.9

負債合計     283,324 15.8 1,319,702 44.6   331,047 21.6

            

（少数株主持分）           

少数株主持分     111,055 6.2 － －   － －

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     783,900 43.7 － －   788,450 51.4

Ⅱ 資本剰余金     1,227,160 68.4 － －   1,231,710 80.3

Ⅲ 利益剰余金     △538,076 △30.0 － －   △743,959 △48.5

Ⅳ その他有価証券評

価差額金 
    － － － －   39 0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定     △1,619 △0.1 － －   △1,887 △0.1

Ⅵ 自己株式     △71,291 △4.0 － －   △71,291 △4.7

資本合計     1,400,072 78.0 － －   1,203,060 78.4

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    1,794,452 100.0 － －   1,534,108 100.0

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金     － － 1,020,350 34.5   － －

２．資本剰余金     － － 1,474,028 49.8   － －

３．利益剰余金     － － △823,407 △27.8   － －

４．自己株式     － － △42,989 △1.5   － －

株主資本合計     － － 1,627,981 55.0   － －

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金 

    － － △197 △0.0   － －

２．為替換算調整勘定     － － △133 △0.0   － －

評価・換算差額等合
計 

    － － △330 △0.0   － －

Ⅲ 新株予約権     － － 5,470 0.1   － －

Ⅳ 少数株主持分     － － 8,680 0.3   － －

純資産合計     － － 1,641,801 55.4   － －

負債純資産合計     － － 2,961,503 100.0   － －

            



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     807,590 100.0 708,153 100.0   1,415,774 100.0

Ⅱ 売上原価     438,337 54.3 318,916 45.0   702,692 49.6

売上総利益     369,253 45.7 389,237 55.0   713,082 50.4

Ⅲ 販売費及び一般管

理費 
※１   499,610 61.9 457,259 64.6   983,000 69.5

営業損失     130,357 16.1 68,021 9.6   269,917 19.1

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息   51   188 87   

２．為替差益   2,205   － 5,166   

３．雑収入   61 2,318 0.3 145 333 0.0 120 5,374 0.4

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息   1,104   757 2,368   

２．為替差損   －   4,757 －   

３．開発費償却   399   399 799   

４．新株発行費償却   1,056   2,455 2,107   

５．社債発行費償却   258   258 516   

６．投資分配損   －   － 2,834   

７．雑損失   193 3,012 0.4 131 8,759 1.2 343 8,970 0.6

経常損失     131,051 16.2 76,447 10.8   273,513 19.3

Ⅵ 特別利益           

１．関係会社株式売却
益 

  －   3,560 －   

２．保険解約益   － － － 2,616 6,176 0.9 － － －

Ⅶ 特別損失           

１．たな卸資産評価損   71,158   － 73,670   

２．たな卸資産廃棄損   －   － 10,386   

３．固定資産除却損   37,275   7,775 46,408   

４．臨時償却費   12,936   － 3,059   

５．関係会社株式売却
損 

  8,160   － 9,140   

６．投資有価証券評価
損 

  531   － 531   

７．損害賠償和解金   － 130,062 16.1 － 7,775 1.1 3,318 146,515 10.4

税金等調整前中間
（当期）純損失 

    261,113 32.3 78,045 11.0   420,028 29.7

法人税、住民税及
び事業税 

  2,068   2,140 4,411   

法人税等調整額   4,269 6,338 0.8 2,019 4,160 0.6 48,894 53,305 3.7

少数株主損益     △3,190 △0.4 △2,758 △0.4   △3,190 △0.2

中間（当期）純損
失 

    264,261 32.7 79,447 11.2   470,144 33.2

            



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）           

Ⅰ 資本剰余金期首残高     1,207,760   1,207,760 

Ⅱ 資本剰余金増加高           

１．増資による新株の発行   19,400   23,950   

２．自己株式処分差益   － 19,400 － 23,950 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期

末）残高 
    1,227,160   1,231,710 

            

（利益剰余金の部）           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     △279,102   △279,102 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

１．連結子会社除外に伴う増

加高 
  5,287 5,287 5,287 5,287 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

１．中間（当期）純損失   264,261 264,261 470,144 470,144 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期

末）残高 
    △538,076   △743,959 

            



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年12月31日 残高 

（千円） 
788,450 1,231,710 △743,959 △71,291 1,204,909 

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行（千円） 231,900 231,900     463,800 

中間純損失（△）（千円）     △79,447   △79,447 

自己株式の処分（千円）   10,418   28,301 38,720 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 

（千円） 

          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
231,900 242,318 △79,447 28,301 423,072 

平成18年６月30日 残高 

（千円） 
1,020,350 1,474,028 △823,407 △42,989 1,627,981 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

為替換算調整勘
定 

評価・換算差額
等合計 

平成17年12月31日 残高 

（千円） 
39 △1,887 △1,848 － － 1,203,060 

中間連結会計期間中の変動額       

新株の発行（千円）           463,800 

中間純損失（△）（千円）           △79,447 

自己株式の処分（千円）           38,720 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 

（千円） 

△236 1,753 1,517 5,470 8,680 15,668 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△236 1,753 1,517 5,470 8,680 438,740 

平成18年６月30日 残高 

（千円） 
△197 △133 △330 5,470 8,680 1,641,801 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の要約連結キャ

ッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
        

１．税金等調整前中間（当

期）純損失 
  △261,113 △78,045 △420,028 

２．減価償却費   80,878 54,534 129,902 

３．臨時償却費   － － 3,059 

４．貸倒引当金の増減額   907 688 △12,386 

５．退職給付引当金の増減額   △2,785 △671 △3,279 

６．返品調整引当金の増減額   712 △6,398 3,046 

７．事業損失引当金の増減額    △3,062 △458 △3,802 

８．受取利息及び受取配当金   △51 △44 △87 

９．支払利息   1,104 1,848 2,368 

10．為替差損益   △1,030 2,845 △3,507 

11．のれん償却額   － 9,501 － 

12．関係会社株式売却益    － △3,560 － 

13．固定資産除却損   37,275 7,775 46,408 

14．投資有価証券評価損     531 － 531 

15．関係会社株式売却損    8,160 － 9,140 

16．売上債権の増減額   8,347 28,254 55,181 

17．たな卸資産の増減額   38,788 52,597 63,876 

18．仕入債務の増減額   △101,279 △17,067 △114,218 

19．未収消費税等の増減額   △5,311 8,957 △10,505 

20．未払消費税等の増減額   △12,705 2,686 △12,705 

21．その他   5,184 △16,947 34,527 

小計   △205,448 46,497 △232,478 

22．利息及び配当金の受取額   317 44 354 

23．利息の支払額   △1,371 △744 △2,635 

24．損害賠償和解金の支払額   － △3,318 － 

25．法人税等の支払額   △20,004 △8,745 △22,334 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
  △226,505 33,732 △257,094 

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の要約連結キャ

ッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
        

１．定期預金の預入による支

出 
  △2,903 △5,605 △10,610 

２．有形固定資産の取得によ

る支出 
  △20,070 △2,370 △31,307 

３．有形固定資産の除却に伴

う支出 
  － △7,506 △2,540 

４．無形固定資産の取得によ

る支出 
  △37,320 △27,214 △84,368 

５．投資有価証券の取得によ

る支出 
  － － △460 

６．関係会社株式の取得によ

る支出 
  － △461,246 － 

７．関係会社株式の売却によ

る収入 
  61,299 15,000 61,299 

８．関係会社株式売却に伴う

支出 
  △3,550 － △4,530 

９．保証金の差入による支出   △125 △720 △40,637 

10．保証金の返還による収入   435 73,124 461 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
  △2,236 △416,540 △112,693 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
        

  １．短期借入金の純増減額   － 2,000 130,000 

２．少数株主からの払込によ

る収入 
  19,940 － 19,940 

３．社債の発行による収入   48,450 － 48,450 

４．社債の償還による支出   － △5,000 △5,000 

５．株式の発行による収入   38,800 453,265 47,900 

６．新株予約権の発行による

収入 
  － 5,470 － 

７．自己株式の処分による収

入 
  － 38,720 － 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
  107,190 494,455 241,290 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

換算差額 
  888 1,506 3,008 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減

額 
  △120,663 113,154 △125,489 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首

残高 
  903,365 740,589 903,365 

Ⅶ 連結子会社取得に伴う現金

及び現金同等物の増加額 
  － 89,022 － 

Ⅷ 連結子会社除外に伴う現金

及び現金同等物の減少額 
  △4,453 － △37,285 

Ⅸ 現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
  778,248 942,766 740,589 

          



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── 1．継続企業の前提に関する重要な疑義を抱か

せる事象又は状況が存在する旨及びその内

容 

当社グループは、前連結会計年度に引き

続き、当中間連結会計期間においても、6

8百万円の営業損失および79百万円の中間

純損失を計上しております。 

2．継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

する旨 

当該状況により、当社グループは「継続

企業の前提に関する開示について」（日

本公認会計士協会監査委員会報告第74

号）に基づき、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在していると判断してお

ります。 

3．当該事象又は状況を解消又は大幅に改善す

るための経営者の対応及び経営計画の内容 

営業損失および中間純損失となった主な

要因として、プロダクト事業について、

流通形態の転換に伴う素材集パッケージ

ソフト市場全体の縮小が予想以上に速く

進展しており、同事業の抜本的な再構築

を目的として、本年３月付で㈱イーフロ

ンティアと業務提携の拡充を締結し、パ

ッケージソフトの製造・販売業務の同社

への移管を進めてまいりましたが、提携

内容の詳細に関する調整が長引いたこと

により、上期に計上を予定していたパッ

ケージ化許諾料の一部の計上が下期にず

れ込みました。また、この業務移管の進

捗が遅れた影響により、上期に予定して

いたDEX IMAGEタイトル等のパッケージソ

フトの拡販施策の実施が下期にずれ込み

ました。 

さらに、Webコマース事業について、前期

以前よりユーザビリティ向上・新規サー

ビス投入を目的とした新システムの開発

とコマース・サイトのリニューアルを進

めてまいりましたが、システム開発の進

捗が遅延し、結果として当中間連結会計

期間中に新規サービスが実施出来ません

でした。 

これらにより、売上高が計画を達成出来

ず、結果として営業損失および中間純損

失を計上するに至りました。当社グルー

プは、当該状況を解消すべく経営の再構

築を進めており、当連結会計年度におけ

る対応策は以下のとおりです。 

当社グループは、当連結会計年度において、

269百万円の営業損失および470百万円の当期

純損失を計上する結果となりました。当該状

況により、当社グループは「継続企業の前提

に関する開示について」（日本公認会計士協

会監査委員会報告第74号）に基づき、継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在している

と判断しております。 

この主たる要因としては、プロダクト事業に

おいて、流通形態の転換に伴う素材集パッケ

ージソフト市場全体の縮小が予想以上に速く

進展したため、販売が予定を下回ったこと、

またWebコマース事業において、予定していた

システム開発の進捗が遅れ、結果として新規

サービスが実施できなかったことなどによ

り、売上高が計画を達成できなかったことに

よるものであります。 

当社グループは、当該状況を解消すべく経営

の再構築を進めております。翌連結会計年度

に向けての対応策としては、①Webコマース事

業において、遅延していたシステム開発とコ

マースサイトのリニューアルを実現し、新規

サービスの実施等によって会員数の増大およ

び一人あたり売上単価の向上を図るととも

に、新規コンテンツ獲得を目的とした業務提

携を推進する、②プロダクト事業において、

販売管理体制を再構築し、製作・流通・管理

コストの削減と将来発生し得る在庫リスクの

低減を図る、などを検討しており、これらの

施策を通じて、売上および利益の向上を目指

してまいります。また販売費及び一般管理費

についても、プロダクト事業における販売管

理コストの低減のほか、本社事務所賃借の一

部解約による支払家賃の減少などによって、

さらなるコスト削減を計画しております。 

この結果として、当社グループは、平成18年

連結会計年度の営業利益の黒字化を見込んで

おります。 

連結財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を連

結財務諸表には反映しておりません。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── ①Webコマース事業 

ユーザビリティ向上・新規サービス投入

を目的とした新システムの開発とコマー

ス・サイトのリニューアルを進め、平成

18年７月にサイトデザインの全面リニュ

ーアルを完了いたしました。また、現在

コマース・サイト上での画像検索の機能

強化を進めており、当第４四半期におい

て実装を完了する予定です。これらコマ

ース・サイトのリニューアル・機能強化

に加え、新規コンテンツの調達・開発に

おける予算・人員を増強しており、これ

ら施策により会員数の増大および一人あ

たり売上単価の向上を図ってまいりま

す。 

②プロダクト事業 

本年３月に締結した㈱イーフロンティア

との業務提携拡充により、同社の持つ高

い営業力とブランド力を活用した販売展

開による販売量増加と安定収益確保を図

るとともに、製作・流通・管理コストの

削減と今後発生し得る在庫リスクの低減

を図ります。さらに、イーフロンティア

への移管以外の販売施策として、年末に

向け、DEX IMAGEタイトル等のパッケー

ジソフトについての集中的な拡販を実施

いたします。パッケージソフト流通にお

ける拡販のほか、写真素材の需要が見込

める企業・学校等に対しても直接の営業

提案を行うことにより、売上の拡大を行

ってまいります。 

③モバイル事業 

本年４月において中国のモバイルコンテ

ンツ・プロバイダーであるBeijing Lel

e Interactive Science and Technolog

y Co.,Ltd.（以下Leleという）の子会社

化により、当社の保有する膨大な画像コ

ンテンツをLeleに提供することによりLe

leのプロダクト・レンジを広げるなど、

既存事業とモバイル事業のシナジーを追

求してまいります。 

④営業費用 

販売費及び一般管理費についても、プロ

ダクト事業における販売管理コストの低

減のほか、本社事務所賃借の一部解約に

よる支払家賃の減少などによって、さら

なるコスト削減を進めてまいります。 

────── 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── これらの結果として、当社グループは、

当中間連結会計期間において前年同期と

比較して営業赤字の削減を達成してお

り、当連結会計年度通年での営業利益の

黒字化を目指しております。 

⑤資金計画 

「重要な後発事象 1．」に記載のとお

り、BBMFグループに付与していた新株予

約権については取締役会において消却を

決議いたしました。このため、当初当該

新株予約権行使による資金を充当するこ

とを予定して本年４月に子会社化した L

eleの株式取得対価のうち、当中間連結

会計期間末現在未払となっている979百

万円については、株式会社産業構造総合

研究所に付与する新株予約権（「重要な

後発事象 2．」参照）の行使による資金

を充当する予定であり、また、同じく当

該新株予約権行使による資金を充当する

ことを予定して取得したTianjin Centur

y Communication Technology Co.,Ltd.

（株式取得価額約15億円）およびGuangz

hou Yeahcom Communication Technolog

y Co.,Ltd.（株式取得価額約20億円）に

ついては、株式売買契約の契約解消に向

けて交渉中であります（「重要な後発事

象 3．」参照）。 

4．中間連結財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な疑義の

影響を中間連結財務諸表には反映していな

い旨 

中間連結財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な疑

義の影響を中間連結財務諸表には反映し

ておりません。 

────── 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数  ４社 

連結子会社名 

DEX IMAGE PTE LTD 

デクスキューブ㈱ 

DEXインベストメント㈱ 

DEXイメージ㈱ 

  

上記のうち、DEXイメージ㈱につ

いては、当中間連結会計期間にお

いて新たに設立したため、連結の

範囲に含めております。また従来

連結子会社であったデックスユー

ラ㈱は、平成17年４月１日をもっ

て当社本体に吸収合併しました。

ガスアズインターフェイス㈱は、

兼務役員の関係が解消されたこと

により連結の範囲から除外してお

ります。㈱デジタルカメラエクス

プレスは、所有株式の売却により

連結の範囲から除外しておりま

す。 

 

  

  

  

  

(2)主要な非連結子会社の名称等 

  該当事項はありません。 

(1)連結子会社の数  ６社 

連結子会社名 

DEX IMAGE PTE LTD 

DEXインベストメント㈱ 

イメージワークス㈱ 

Star Port Holdings Corp. 

星港世紀科技有限公司 

Beijing Lele Interactive  

Science and Technology Co., 

Ltd. 

  

上記のうち、Star Port Holding

s Corp.については、株式取得に

より当中間連結会計期間において

連結の範囲に含めております。ま

た、星港世紀科技有限公司、およ

びBeijing Lele Interactive Sci

ence and Technology Co., Ltd.

については、Star Port Holding

s Corp.の株式を取得したことに

より、当中間連結会計期間におい

て連結の範囲に含めております。

なお、イメージワークス㈱につい

ては、当中間連結会計期間におい

てDEXイメージ㈱から社名変更し

ております。 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

同左 

(1)連結子会社の数  ３社 

連結子会社名 

DEX IMAGE PTE LTD 

  DEXインベストメント㈱ 

   DEXイメージ㈱ 

  

上記のうち、DEXイメージ㈱につ

いては当連結会計年度において新

たに設立したため、連結の範囲に

含めております。また、従来連結

子会社であったデックスユーラ㈱

は、平成17年４月１日をもって当

社本体に吸収合併いたしました。

ガスアズインターフェイス㈱は、

兼務役員の関係が解消されたこと

により連結の範囲から除外してお

ります。㈱デジタルカメラエクス

プレスは、所有株式の売却により

連結の範囲から除外しておりま

す。デクスキューブ㈱は、所有株

式の売却等により連結の範囲から

除外しております。 

  

  

  

  

(2)主要な非連結子会社の名称等 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1)持分法適用の関連会社の数 

  該当事項はありません。 

(2)持分法を適用していない非連結 

   子会社 

   該当事項はありません。 

(1)持分法適用の関連会社の数 

同左 

(2)持分法を適用していない非連結 

   子会社 

同左 

(1)持分法適用の関連会社の数 

同左 

 (2)持分法を適用していない非連結 

    子会社。 

同左 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

全ての連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致してお

ります。 

同左 全ての連結子会社の事業年度の末

日は、連結決算日と一致しており

ます。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は総

平均法により算定） 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

総平均法により算定） 

(イ)重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は総平均

法により算定） 

  時価のないもの 

総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  ②たな卸資産 

製品・商品 

総平均法による原価法 

仕掛品 

個別法による原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法 

②たな卸資産 

製品・商品 

同左 

仕掛品 

同左 

貯蔵品 

同左 

②たな卸資産 

製品・商品 

同左 

仕掛品 

同左 

貯蔵品 

同左 

   (ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

  当社及び国内連結子会社は定

率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）について

は定額法）により、在外連結

子会社は定額法によっており

ます。 

なお、当社及び国内連結子会

社についての耐用年数及び残

存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準

によっております。 

同左 同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  ②無形固定資産 

商標権 

定額法（10年） 

ソフトウェア 

市場販売目的のソフトウェ

アについては見込販売有効

期間（３年）、自社利用目

的のソフトウェアについて

は社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定

額法 

②無形固定資産 

商標権 

同左 

ソフトウェア 

自社利用目的のソフトウェ

アについては社内における

見込利用可能期間（５年）

に基づく定額法 

②無形固定資産 

商標権 

同左 

ソフトウェア 

市場販売目的のソフトウェ

アについては見込販売有効

期間（３年）、自社利用目

的のソフトウェアについて

は社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定

額法 

  コンテンツ 

定額法（３年） 

連結子会社1社について

は、定額法（４年） 

コンテンツ 

同左 

コンテンツ 

同左 

  ③長期前払費用 

定額法 

③長期前払費用 

同左 

③長期前払費用 

同左 

  ④少額減価償却資産 

当社及び国内連結子会社は、

取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については３年間

の均等償却 

④少額減価償却資産 

同左 

④少額減価償却資産 

同左 

   (ハ)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

 (ハ)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 (ハ)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

  ②退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務（期末自己都

合退職金要支給額の100％）

の見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。 

②退職給付引当金 

同左 

②退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、期末自己都合退職金要支

給額を退職給付債務として計

上しております。 

  

  

③返品調整引当金 

製品の返品による損失に備え

るため、返品予測高に対する

売買利益相当額を計上してお

ります。 

③返品調整引当金 

同左 

③返品調整引当金 

同左 

  

  

④事業損失引当金 

事業の撤退による損失に備え

るため、将来負担することが

見込まれる損失見込額を計上

しております。 

④   ────── ④事業損失引当金 

事業の撤退による損失に備え

るため、将来負担することが

見込まれる損失見込額を計上

しております。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  (ニ)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産及

び負債、並びに収益及び費用

は、中間決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算

差額は資本の部における為替

換算調整勘定に含めておりま

す。 

(ニ)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産及

び負債、並びに収益及び費用

は、中間決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為

替換算調整勘定に含めており

ます。 

(ニ)重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、決算

日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び

負債、並びに収益及び費用

は、決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は資本の部における為替換算

調整勘定に含めております。 

  (ホ)重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

(ホ)重要なリース取引の処理方法 

同左 

(ホ)重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (ヘ)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(ヘ)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(ヘ)その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

  消費税等の会計処理 

同左 

５．のれんの償却に関する事

項 

────── のれんは定額法（20年）で償却

しております。 

────── 

６．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現

金同等物）は、手許現金、随時

引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

同左 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同

等物）は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資から

なっております。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間から「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成15年10月

31日 企業会計基準適用指針第6号）を適用

しております。これによる損益に与える影

響はありません。 

────── 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間連結会計期間から「貸借対照表の純

資産の分の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第5号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第8号 平成17年12月９日）を適用し

ております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

1,627,650千円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の純資産の部については、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成して

おります。 

────── 



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

────── （中間連結貸借対照表） 

「未払金」は、前中間会計期間末は、流動負債の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間末において資産

の総額の100分の5を超えたため区分掲記しました。 

なお、前中間連結会計期間末の「未払金」の金額は53,892千円で

あります。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 

（平成17年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

         120,478千円           126,462千円          122,662千円 

 ２ 当社は運転資金の効率的な調達を行な

う為、㈱UFJ銀行とコミットメントライ

ン設定契約を締結しております。この

契約に基づく当中間連結会計期間末現

在の借入実行状況は次のとおりであり

ます。 

  (1)コミットメントの総額：150,000千円 

  (2)借入未実行残高：     150,000千円 

 ２      ──────  ２ 当社は運転資金の効率的な調達を行な

う為、㈱UFJ銀行とコミットメントライ

ン設定契約を締結しております。この契

約に基づく当連結会計年度末現在の借入

実行状況は次のとおりであります。 

  (1)コミットメントの総額：150,000千円 

  (2)借入未実行残高：      20,000千円 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

給与手当   131,396千円 

支払手数料   53,982千円 

減価償却費 51,650千円 

給与手当 101,835千円 

支払手数料 78,367千円 

広告宣伝費 75,843千円 

給与手当  275,420千円 

支払手数料 105,933千円 

地代家賃 101,178千円 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加6,940株は、第三者割当による新株の発行による増加6,800株、新株予約権の

行使による新株の発行による増加140株であります。 

２．普通株式の自己株式の減少1,210株は、新株予約権の行使による減少であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．平成18年新株予約権の当中間連結会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

３．配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 （注）１ 64,790 6,940 － 71,730 

合計 64,790 6,940 － 71,730 

自己株式     

普通株式 （注）２ 3,048 － 1,210 1,838 

合計 3,048 － 1,210 1,838 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間連結
会計期間末
残高 
（千円） 

前連結会計
年度末 

当中間連結
会計期間増
加 

当中間連結
会計期間減
少 

当中間連結
会計期間末 

提出会社

（親会社） 

平成18年新株予約権 

 （注）１ 
普通株式 － 54,700 － 54,700 5,470 

合計 － － 54,700 － 54,700 5,470 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係は、以下のとおりであります。 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係は、以下のとおりであります。 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

は、以下のとおりであります。 

（平成17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在） 

現金及び預金勘定 828,477千円 

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金及び定期
積金 △50,229千円 

現金及び現金同等物 778,248千円 

現金及び預金勘定 1,000,308千円 

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金及び定期
積金 △57,541千円 

現金及び現金同等物 942,766千円 

現金及び預金勘定 792,525千円 

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金及び定期
積金 △51,935千円 

現金及び現金同等物 740,589千円 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  工具器具備品 合計 

取得価額相当
額 
(千円) 

5,896 5,896 

減価償却累計
額相当額 
(千円) 

4,964 4,964 

中間期末残高
相当額 
(千円) 

931 931 

  工具器具備品 合計 

取得価額相当
額 
(千円) 

3,709 3,709

減価償却累計
額相当額 
(千円) 

247 247

中間期末残高
相当額 
(千円) 

3,462 3,462

工具器具備品 合計 

取得価額相当
額 
(千円) 

3,897 3,897

減価償却累計
額相当額 
(千円) 

3,507 3,507

期末残高相当
額 
(千円) 

389 389

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内    1,018千円

１年超      0千円

合計   1,018千円

１年内 717千円

１年超 2,755千円

合計 3,472千円

１年内 429千円

１年超 －千円

合計 429千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料    660千円

減価償却費相当額      589千円

支払利息相当額    31千円

支払リース料 477千円

減価償却費相当額 442千円

支払利息相当額 27千円

支払リース料 2,060千円

減価償却費相当額 1,863千円

支払利息相当額 55千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

      同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

      同左 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各

期への配分方法は、利息法によってお

ります。 

５．利息相当額の算定方法 

      同左 

５．利息相当額の算定方法 

      同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

       該当事項はありません。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度末（平成17年12月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 468 

  匿名組合出資金 14,202 

 計 14,670 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

株式 460 263 △197 

合計 460 263 △197 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 468 

  匿名組合出資金 11,367 

 計 11,836 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上（千
円） 

差額（千円） 

株式 460 526 66 

計 460 526 66 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 468 

  匿名組合出資金 11,367 

 計 11,836 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日現在） 

当社グループは、当中間連結会計期間においてデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はあり

ません。 

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在） 

当社グループは、当中間連結会計期間においてデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はあり

ません。 

前連結会計年度末（平成17年12月31日現在） 

当社グループは、当連結会計年度においてデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありませ

ん。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

     当社の事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

  
デザイン事業 
（千円） 

飲食事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高 697,870 109,720 807,590 － 807,590 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
430 － 430 (430) － 

計 698,300 109,720 808,021 (430) 807,590 

営業費用 792,402 97,691 890,093 47,854 937,947 

営業利益（又は営業損失） (94,102) 12,029 (82,072) (48,284) (130,357)

事 業 区 分 主 要 製 品 ・ サ ー ビ ス 

デザイン事業 
Webコマースサイトの運営、デザイン関連受託制作、デザイン関連のパッケージ

ソフトウェア販売、内装工事受注 

飲食事業 飲食店舗の運営 

  前中間連結会計期間（千円） 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額 
48,284  当社の管理部門に係る費用 



当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

     当社の事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

なお、当中間連結会計期間において連結の範囲に含めたBeijing Lele Interactive Science and Technology C

o., Ltd.にて行っているモバイルコンテンツ事業が、新たに増えております。 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

  
デザイン事
業 

（千円） 

モバイルコ
ンテンツ事
業 

（千円） 

飲食事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高 432,252 172,296 103,605 708,153 － 708,153 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － － 

計 432,252 172,296 103,605 708,153 － 708,153 

営業費用 447,744 130,519 89,063 667,327 108,847 776,175 

営業利益（又は営業損失） (15,492) 41,776 14,542 40,826 (108,847) (68,021)

事 業 区 分 主 要 製 品 ・ サ ー ビ ス 

デザイン事業 
Webコマースサイトの運営、デザイン関連受託制作、デザイン関連のパッケージ

ソフトウェア販売 

モバイルコンテンツ事業 携帯電話向けコンテンツの配信 

飲食事業 飲食店舗の運営 

  当中間連結会計期間（千円） 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額 
108,847  当社の管理部門に係る費用 



前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

     当社の事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

    ４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産 

  
デザイン事業 
（千円） 

飲食事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ売上高及び営業損益           

 売上高            

(1)外部顧客に対する売上高 1,203,736 212,038 1,415,774 － 1,415,774 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
430 － 430 (430) － 

計 1,204,166 212,038 1,416,204 (430) 1,415,774 

営業費用 1,367,069 193,347 1,560,416 125,275 1,685,692 

営業利益（又は営業損失） (162,902) 18,690 (144,211) (125,706) (269,917)

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的 

支出 
          

  資産 1,361,325 111,405 1,472,730 61,377 1,534,108 

  減価償却費  122,327 9,627 131,955 1,007 132,962 

  資本的支出  109,437 580 110,017 － 110,017 

事 業 区 分 主 要 製 品 ・ サ ー ビ ス 

デザイン事業 
Webコマースサイトの運営、デザイン関連受託制作、デザイン関連のパッケージ

ソフトウェア販売、内装工事受注 

飲食事業 飲食店舗の運営 

  前連結会計年度（千円） 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額 
125,706  当社の管理部門に係る費用 

  前連結会計年度（千円）  主な内容  

消去又は全社の項目に含めた

全社資産の金額  
61,377 

当社での余資運用資金（預金等）、管

理部門に係る資産  



【所在地別セグメント情報】 

  前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

   本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

  当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

   ３．当中間連結会計期間より、本邦の売上高が全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％以下となったた

め、所在地別のセグメント情報の記載をしております。なお、前中間連結会計期間および前連結会計年度にお

いて当中間連結会計期間の所在地別区分によった場合の所在地別セグメント情報は、以下のとおりでありま

す。 

  前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

 
日本 
（千円） 

中華人民共和
国 

（千円） 

シンガポール
共和国 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 535,857 172,296 － 708,153 － 708,153 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － 2,028 2,028 (2,028) － 

計 535,857 172,296 2,028 710,181 (2,028) 708,153 

営業費用 535,692 130,519 3,320 669,533 106,641 776,175 

営業利益（又は営業損失） 164 41,776 (1,292) 40,648 (108,669) (68,021)

  当中間連結会計期間（千円） 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配

賦不能営業費用の金額 
108,847 当社の管理部門に係る費用  

 
日本 
（千円） 

中華人民共和
国 

（千円） 

シンガポール
共和国 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 803,361 － 4,229 807,590 － 807,590 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － 502 502 (502) － 

計 803,361 － 4,731 808,093 (502) 807,590 

営業費用 890,344 － 6,264 896,608 41,339 937,947 

営業損失 86,982 － 1,532 88,514 41,842 130,357 



  前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

  前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

   本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

 
日本 
（千円） 

中華人民共和
国 

（千円） 

シンガポール
共和国 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 1,415,176 － 597 1,415,774 － 1,415,774 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － 4,684 4,684 (4,684) － 

計 1,415,176 － 5,282 1,420,458 (4,684) 1,415,774 

営業費用 1,554,994 － 7,083 1,562,078 123,613 1,685,692 

営業損失 139,817 － 1,801 141,619 128,298 269,917 



【海外売上高】 

  前中間連結会計期間（自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日） 

   海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

（注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２．当中間連結会計期間より、本邦以外の国又は地域における海外売上高の合計が連結売上高の10％以上となった

ため、中華人民共和国及びその他の地域に区分して表示しております。 

  前連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

   海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 中華人民共和国 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 172,296 38,039 210,335 

Ⅱ 連結売上高（千円）     708,153 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
24.3 5.4 29.7 



（１株当たり情報） 

（注）１．１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 
         23,015.40円 

１株当たり純資産額 
        23,288.08円 

１株当たり純資産額 
    19,485.29円 

１株当たり中間純損失金額 
         4,507.49円 

１株当たり中間純損失金額 
         1,208.13円 

１株当たり当期純損失金額 
         7,838.14円 

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益金額については、１株当た
り中間純損失が計上されているため
記載しておりません。 

(追加情報) 
 当社は、平成16年６月30日付の株
主に対して平成16年８月20日をもっ
てその所有株式１株を10株の割合で
分割いたしました。 
なお、当該株式分割が前期首に行わ
れたと仮定した場合の前中間連結会
計期間における１株当たり情報は以
下のとおりとなります。 
(1)１株当たり純資産額 
          26,893.25円 
(2)１株当たり中間純損失金額 
            839.68円 
※前中間連結会計期間における潜在
株式調整後１株当たり中間純利益金
額については、１株当たり中間純損
失が計上されているため記載してお
りません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益金額については、１株当た
り中間純損失が計上されているため
記載しておりません。 

────── 

なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額については、１株当た
り当期純損失が計上されているため
記載しておりません。 

────── 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

中間（当期）純損失（△）（千円） △264,261 △79,447 △470,144 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失

（△）（千円） 
△264,261 △79,447 △470,144 

期中平均株式数（株） 58,627.3 65,760.5 59,981.6 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

   ──────    ──────    ────── 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

純資産の部の合計額（千円） － 1,641,801 － 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
－ 14,150 － 

（うち新株予約権） (－) (5,470) (－) 

（うち少数株主持分） (－) (8,680) (－) 

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（千円） 
－ 1,627,650 － 

中間期末（期末）の普通株式の数

（株） 
－ 69,892 － 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── 1．当社は、平成18年８月11日開催の当社取

締役会の決議に基づき、BBMFグループとの

間で締結している資本業務提携契約を解消

するとともに、平成18年９月15日開催の当

社取締役会において同グループに付与して

いた新株予約権の消却を決議いたしまし

た。 

(1）解消の理由 

当社とBBMFグループは、当社が新たな事業

の核として検討しているモバイルコンテン

ツ・ビジネスを含めた当社新規事業への円

滑な参入を実現し、相互の事業における相

乗効果を追求するとともに、当社の経営基

盤の安定化・強化を図ることを目的とし

て、平成18年３月７日付で資本業務提携契

約を締結するとともに、BBMFグループへの

第三者割当および新株予約権付与を実施い

たしました。 

しかしながらその後、企業買収の方向性、

買収資金の調達方針などの点で両者の考え

方に隔たりがあることが明らかとなり、結

果として現状のままでは当社の株主価値の

向上を図ることが難しいとの結論に至り、

今般契約の解除条項の定めに基づき資本業

務提携を解消することを決定いたしまし

た。 

(2）契約の相手会社の名称 

BBMF Corporation 

(3）解消の時期 

平成18年８月11日 

(4）契約の内容 

①当社のモバイル事業への新規参入に際し

て必要となる技術情報、ノウハウなど

の提供。 

②BBMFグループの保有するモバイルコンテ

ンツの提供。 

③当社による合併・買収対象（BBMFグルー

プを含む）の斡旋・紹介。 

④BBMFグループによる資金調達の支援。 

⑤その他モバイル事業への新規参入や合

併・買収に関する事項。 

 当社は、平成18年３月７日開催の取締役会

において、下記のとおり第三者割当による

新株式発行および新株予約権の発行を決議

いたしました。また、平成18年３月29日付

で新株式の発行価額および新株予約権の発

行価額が払い込まれました。 

(1）新株および新株予約権の発行理由 

当社は既存のイラスト等デザイン用デジタ

ルコンテンツの製作・ネット販売事業を展

開しており「具満タン」シリーズなど業界

のデファクトスタンダードともいえる製品

を送り出してまいりました。一方で、財務

的には、プロダクト事業における売り上げ

の伸び悩み等により平成17年12月期には連

結ベースで1,415百万円（前年同四半期比3

7.6%減）の売上にもかかわらず269百万円

の営業損失、273百万円の経常損失、470百

万円の純損失を計上するなど、非常に厳し

い状況が続いておりました。 

このような状況下、当社が今後の業績回復

およびその拡大を達成するためには、新た

な事業の核が必要であると認識し、モバイ

ルコンテンツ市場への参入を視野に入れ

て、昨年12月にはBBMFグループの人員を含

む複数の取締役を迎え入れるとともに、新

たな代表取締役を選任致しました。その後

も、有力企業との業務提携および人員の拡

充や国内外におけるM&Aを含めた新たな事

業開発などの積極的な投資が有効であると

の認識に基づき、引続き業務提携・資本増

強について複合的に検討しておりました

が、今回、BBMFグループと業務全般に関す

る包括的な業務提携を行い、加えて第三者

割当増資に応じていただくことが最善であ

るとの結論に至りました。 

今回の第三者割当により調達する資金（新

株発行および新株予約権発行による調達額

約468百万円。予定額）につきましては、M

&Aを含む新事業開発投資および運転資金に

充当する予定であり、新規コア事業である

モバイルコンテンツ事業その他の関連成長

分野におけるM&Aを通じた国内外における

市場開拓等により経営基盤の強化および拡

大が図れるものと考えています。また、将

来に亘る新株予約権行使による調達額約

3,715百万円（予定額）についても同様で

す。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── 2．当社は、平成18年９月20日開催の取締役会

において、以下のとおり第三者割当による

新株予約権の発行を決議いたしました。 

(1）新株予約権の発行理由 

当社は、前述のとおり、平成18年８月11日

付でBBMFグループとの資本業務提携を解消

いたしましたが、その後、同グループに代

わる新たな戦略的パートナーとして、株式

会社産業構造総合研究所との間で資本業務

提携契約を締結するともに、同社が業務執

行組合員を務める投資事業組合を通じて新

株予約権を付与することといたしました。

新株予約権行使により調達する資金につき

ましては、既に子会社化した中国企業の株

式取得資金の支払に充てるほか、新たなM&

Aを含めた投資資金、システム開発・商品

開発等の設備資金、および運転資金に充当

する予定であります。 

(2）第三者割当による新株予約権の発行（デ

ザインエクスチェンジ㈱第４回新株予約

権）の概要 

新株予約権の目的となる株式の種類 

普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 

36,000株（本新株予約権１個の目的で

ある株式の数（以下「割当株式数」と

いう。）は10株とする。） 

ただし、下記第(1）号ないし第(3）号

により、割当株式数が調整される場合

には、本新株予約権の目的である株式

の総数は調整後割当株式数に応じて調

整されるものとする。 

(1）当社が別記「新株予約権の行使時

の払込金額」欄第４項の規定に従っ

て行使価額（同欄第２項に定義す

る。）の調整を行う場合には、割当

株式数は次の算式により調整される

ものとする。ただし、調整の結果生

じる１株未満の端数は切り捨てるも

のとする。 

上記算式における調整前行使価額お

よび調整後行使価額は、別記「新株

予約権の行使時の払込金額」欄第４

項に定める調整前行使価額および調

整後行使価額とする。 

(2）調整後割当株式数の適用日は、当

該調整事由にかかる別記「新株予約

権の行使時の払込金額」欄第４項第

(2）号および第(4）号による行使価

額の調整に関し、各号に定める調整

後行使価額を適用する日と同日とす

る。 

  調整前割当株
式数 

×
調整前行使価

額 
調整後割当株

式数 
＝ 調整後行使価額 

BBMFグループは世界20カ国・地域以上でモ

バイルコンテンツの製作・配信をしてお

り、国内ではNTTドコモ、AU、ボーダフォ

ンの３社すべてにモバイルコンテンツを配

信しております。特にモバイルゲームの分

野ではリーディングカンパニーのひとつで

あり、同グループとの戦略的業務・資本提

携は当社がモバイルコンテンツ市場に参入

するにあたり大きく資するものであると考

えます。当社は今回の同グループとの資本

提携および業務提携が大きな効果を生み、

当社の株主価値が最大化されることを期待

しております。 

(2）第三者割当による新株式発行の概要 

①発行する株式の種類および数 

普通株式 6,800株 

②発行価額 

１株につき68,000円 

③発行価額の総額 

462,400,000円 

④資本組入額 

１株につき34,000円 

⑤資本組入額の総額 

231,200,000円 

⑥申込期間 

平成18年３月23日から平成18年３月29日

まで 

⑦払込期日 

平成18年３月29日 

⑧配当起算日 

平成18年１月１日 

⑨割当先 

全株式をSCD Swiss Content & Design Ho

lding GmbHに割当てる。 

⑩その他 

証券取引法による届出の効力発生を条件

とする。 

(3）第三者割当による新株予約権の発行（デ

ザインエクスチェンジ㈱第３回新株予約

権）の概要 

①新株予約

権の目的

たる株式

の種類及

び数 

当社普通株式 54,700株 

なお、当社が株式分割または

株式併合を行う場合、次の算

式により目的たる株式の数を

調整するものとする。ただ

し、かかる調整は本件新株予

約権のうち、当該時点で権利

行使していない新株予約権の

目的たる株式の数についての

み行われ、調整の結果生じる

１株未満の端数は切り捨て

る。 

調整後 
株式数 

＝ 
調整前 
株式数 

× 
分割・併
合の比率

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── (3）割当株式数の調整を行うときは、

当社は、あらかじめ書面によりその

旨およびその事由、調整前割当株式

数、調整後割当株式数およびその適

用の日その他必要な事項を新株予約

権原簿に記載された各新株予約権者

に通知する。ただし、別記「新株予

約権の行使時の払込金額」欄第４項

第(2）号②ただし書に示される株式

分割の場合、その他適用の日の前日

までに前記の通知を行うことができ

ないときは、適用の日以降すみやか

にこれを行う。 

新株予約権の行使時の払込金額 

１ 本新株予約権１個の行使に際して

出資される財産の価額は、行使価額

（以下に定義する。）に割当株式数

を乗じた額とする。 

２ 本新株予約権の行使により当社が

当社普通株式を新たに発行しまたは

これに代えて当社の有する当社普通

株式を移転（以下、当社普通株式の

発行または移転を「交付」とい

う。）する場合における株式１株当

たりの払込金額（以下「行使価額」

という。）は、当初57,600円とす

る。 

３ 行使価額の修正 

本新株予約権の発行後、毎月第１お

よび第３金曜日（以下「決定日」と

いう。）の翌取引日以降、行使価額

は、決定日まで（当日を含む。）の

３連続取引日（ただし、終値のない

日は除き、決定日が取引日でない場

合には、決定日の直前の取引日まで

の３連続取引日とする。以下「時価

算定期間」という。）の株式会社東

京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の毎日の終値（気配表示

を含む。）の平均値の90％に相当す

る金額（100円未満は切り上げる。以

下「決定日価額」という。）に修正

される。第１回決定日は平成18年10

月６日とする。なお、時価算定期間

内に、本欄第４項第(2）号または第

(4）号で定める行使価額の調整が生

じた場合には、修正後の行使価額

は、本新株予約権の新株予約権要項

に従い当社が適当と判断する値に調

整される。ただし、かかる算出の結

果、決定日価額が34,600円（以下

「下限行使価額」という。ただし、

本欄第４項第(1）号ないし第(4）号

による調整を受ける。）を下回る場

合には、修正後の行使価額は下限行

使価額とし、決定日価額が92,200円

（以下「上限行使価額」という。 

 また、発行日後に、当社が他

社と吸収合併もしくは新設合

併を行い新株予約権が承継さ

れる場合、当社が完全子会社

となる株式交換もしくは株式

移転を行い新株予約権が承継

される場合、または人的分割

をする場合、当社は、合併比

率等に応じ必要と認める株式

数の調整を行うものとする。

②発行する

新株予約

権の総数 

5,470個（各新株予約権の目

的たる株式数は10株。但し、

本要項１に定める株式数の調

整を行った場合には、同様の

調整を行う。） 

③各新株予

約権の発

行価額 

金1,000円とする（一株につ

き金100円） 

④新株予約

権の払込

期日 

平成18年３月29日 

⑤各新株予

約権の行

使に際し

て払込を

なすべき

金額 

本新株予約権１個の行使に際

して払込をすべき額は、行使

価額（以下に定義する。）に

各新株予約権の目的となる株

式数を乗じた額とする。 

本新株予約権の行使に際して

株式１株当たりの払込金額

（以下「行使価額」とい

う。）は、当初金68,000円と

する。 

なお、本新株予約権発行後、

当社が、株式分割、株式併合

を行う場合は、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は

切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価

額で新株を発行し、または自

己株式を処分する場合は、次

の算式により行使価額を調整

し、調整による１株未満の端

数は切り上げる。但し、算式

中の「既発行株式数」には、

当社が保有する自己株式を含

まない。 

調整後 
行使価
額 

＝ 
調整前 
行使価
額 

×

1 

分割・
併合の
比率 

    
既発

行株

式数 

＋

新規

発行

(処

分)

株式

数 

×

１株

当り

の払

込価

額 

調整

後行

使価

額 

＝

調整

前行

使価

額 

×

新規発行

(処分)前の

株価 

既発行株式数＋新

規発行(処分)株式

数 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── ただし、本欄第４項第(1）号ないし

第(4）号による調整を受ける。）を

上回る場合には、修正後の行使価額

は上限行使価額とする。 

４ 行使価額の修正 

(1）当社は、本新株予約権の発行後、

本項第(2）号に掲げる各事由により

当社普通株式数に変更を生じる場合

または変更を生ずる可能性がある場

合は、次に定める算式（以下「行使

価額調整式」という。）をもって行

使価額を調整する。 

(2）行使価額調整式により本新株予約

権の行使価額の調整を行う場合およ

びその調整後の行使価額の適用時期

については、次に定めるところによ

る。 

①本項第(3）号②に定める時価を下

回る発行価額または処分価額を

もって当社普通株式を新たに発

行または当社の有する当社普通

株式を処分する場合（ただし、

当社普通株式に転換される証券

もしくは転換できる証券または

当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）の

転換または行使による場合を除

く。）。 

調整後の行使価額は、払込期日

の翌日以降、また、募集のため

の株主割当日がある場合はその

日の翌日以降これを適用する。 

②株式分割により普通株式を発行す

る場合。 

調整後の行使価額は、株式分割

のための株主割当日の翌日以降

これを適用する。ただし、配当

可能利益から資本に組み入れら

れることを条件にその部分をも

って株式分割により普通株式を

発行する旨取締役会で決議する

場合で、当該配当可能利益の資

本組入れの決議をする株主総会

の終結の日以前の日を株式分割

のための株主割当日とする場合

には、調整後の行使価額は、当

該配当可能利益の資本組入れの

決議をした株主総会の終結の日

の翌日以降これを適用する。 

    既発
行株

式数

＋

新発

行・処

分株式

数 

×

１株当

たりの

発行・

処分価

額 

調整

後行

使価

額 

＝

調整

前行

使価

額 

×

時価 

既発行株式数＋新発行・

処分株式数 

 このほか、本新株予約権を発

行する日の後に、当社が他社

と吸収合併もしくは新設合併

を行い新株予約権が承継され

る場合、当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移

転を行い新株予約権が承継さ

れる場合、又は人的分割をす

る場合、当社は、合併比率等

に応じ合理的な範囲で行使価

額を調整するものとする。 

⑥新株予約

権を行使

すること

を得べき

期間 

平成18年３月30日から平成21

年３月29日までとし、消却の

公告があった場合、消却の前

日までとする。但し、行使期

間の最終日が銀行営業日でな

い場合には、その前銀行営業

日を最終日とする。 

⑦新株予約

権の行使

の条件 

①本件新株予約権の行使は１

新株予約権単位（新株予約

権１個）で行うものとし、

各新株予約権の一部行使は

認められないものとする。

②権利者が１個または複数の

本件新株予約権を行使した

場合に、当該行使により当

該権利者に対して発行され

る株式数は整数（会社が単

元株制度を導入した場合に

は、一単元の株式数の整数

倍）でなければならず、１

株（会社が単元制度を導入

した場合は一単元の株式

数）未満の部分については

株式は割り当てられないも

のとする。 

③権利者は、行使しようとす

る日の前日までに会社の指

定する行使請求書を会社に

提出した場合に限り、本件

新株予約権を行使すること

が出来るものとする。 

⑧新株予約

権の消却

事由及び

消却の条

件 

①権利者が本新株予約権に関

して当社と締結した契約が

解除され又は終了した場合

（当社が解除事由に該当す

ることにより権利者が解除

した場合を除く。）には、

会社は当該本件新株予約権

を新株予約権１個あたりの

発行価額をもって消却する

ことができる。 

②権利者が本件新株予約権を

放棄した場合、当社は当該

本件新株予約権を無償で消

却することができる。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── なお、上記ただし書の場合にお

いて、株式分割のための株主割

当日の翌日から当該配当可能利

益の資本組入れの決議をした株

主総会の終結の日までに行使請

求をなした者に対しては、次の

算出方法により、当社普通株式

を交付するものとし、株券の交

付については別記（注）１(2）

の規定を準用する。 

この場合に１株未満の端数を生

じたときにはこれを切り捨て、

現金による調整は行わない。 

③本項第(3）号②に定める時価を下

回る価額をもって当社普通株式

に転換される証券もしくは転換

できる証券または当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権

もしくは新株予約権付社債を発

行する場合。 

調整後の行使価額は、発行され

る証券または新株予約権もしく

は新株予約権付社債のすべてが

当初の転換価額で転換されまた

は当初の行使価額で行使された

ものとみなして行使価額調整式

を準用して算出するものとし、

払込期日（新株予約権が無償に

て発行される場合は発行日）の

翌日以降これを適用する。ただ

し、その証券の募集のための株

主割当日がある場合は、その翌

日以降これを適用する。 

(3）①行使価額調整式の計算の結果生

じる円位未満の端数は切り捨て

るものとする。  

②行使価額調整式で使用する時価

は、調整後の行使価額を適用す

る日（ただし、本項第(2）号②

ただし書の場合は株主割当日）

に先立つ45取引日目に始まる30

取引日（終値のない日数を除

く。）の株式会社東京証券取引

所における当社普通株式の普通

取引の毎日の終値（気配表示を

含む。）の平均値とする。この

場合、平均値の計算において

は、100円未満は切り上げる。 

  (

調整

前行

使価

額 

－

調整

後行

使価

額 

) ×

調整前行

使価額に

より当該

期間内に

交付され

た株式数
株式

数 
＝ 調整後行使価額 

⑨譲渡制限 本件新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認を要

する。 

⑩新株予約

権証券の

発行 

新株予約権証券は、権利者の

請求があるときに限り発行す

る。なお、新株予約権証券を

発行する場合において、各新

株予約権証券が表章する新株

予約権の個数は、各新株予約

権証券の定めるところによ

る。 

⑪新株予約

権の行使

により発

行する新

株の発行

価額中、

資本に組

み入れな

い額 

当該新株の発行価額に0.5を

乗じた金額とする。ただし、

計算の結果、１円未満の端数

が生じる場合には、その端数

を切り捨てた額とする。 

⑫新株予約

権の行使

により発

行する新

株に対す

る配当金 

本新株予約権の行使により交

付された当社普通株式の配当

金又は商法第293条ノ５に定

められた金銭の分配（中間配

当金）については、本新株予

約権の行使が１月１日から６

月30日までの間になされたと

きは１月１日に、７月１日か

ら12月31日までの間になされ

たときは７月１日に、それぞ

れ当社普通株式の交付があっ

たものとみなしてこれを支払

う。 

会社法に基づく剰余金の配当

（会社法第454条５項に規定

された金銭の分配である中間

配当金を含む。）について

は、当該配当を受領する権利

を有する株主を確定するため

の基準日以前に本件新株予約

権の行使請求により交付され

た当社普通株式を、当該基準

日において発行済みの他の当

社普通株式（会社が保有する

当社の普通株式を除く。）と

同様に取り扱うものとする。

⑬割当対象

者、及び

対象者に

割当てる

べき新株

予約権の

数 

第三者割当の方法により、次

の通り割り当てる。 

SCD Swiss Content ＆  

Design Holding GmbH  

5,470個 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── ③行使価額調整式で使用する既発

行株式数は、株主割当日がある

場合はその日、また、株主割当

日がない場合は、調整後の行使

価額を適用する日の１か月前の

日における当社の発行済普通株

式数から、当該日における当社

の有する当社普通株式数を控除

した数とする。また、本項第

(2）号②の場合には、行使価額

調整式で使用する新発行・処分

株式数は、株主割当日における

当社の有する当社普通株式に割

り当てられる当社普通株式数を

含まないものとする。 

(4）本項第(2）号の行使価額の調整を

必要とする場合以外にも、次に掲

げる場合には、当社は、必要な行

使価額の調整を行う。 

①株式の併合、資本の減少、会社

分割または合併等のために行使

価額の調整を必要とするとき。 

②その他当社普通株式数の変更ま

たは変更の可能性が生じる事由

の発生により行使価額の調整を

必要とするとき。 

③行使価額を調整すべき事由が２

つ以上相接して発生し、一方の

事由に基づく調整後の行使価額

の算出にあたり使用すべき時価

につき、他方の事由による影響

を考慮する必要があるとき。 

(5）本欄第３項または本項第(1）号な

いし第(4）号により行使価額の修

正または調整を行うときは、当社

は、あらかじめ書面によりその旨

およびその事由、修正前または調

整前の行使価額、修正後または調

整後の行使価額およびその適用の

日その他必要な事項を新株予約権

原簿に記載された各新株予約権者

に通知する。ただし、本項第(2）

号②ただし書に示される株式分割

の場合その他適用の日の前日まで

に前記の通知を行うことができな

いときは、適用の日以降すみやか

にこれを行う。 

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価額の総額 

2,077,200,000円 

別記「新株予約権の行使時の払込金

額」欄第３項により、行使価額が修正

された場合には、上記発行価額の総額

は増加または減少する。 

⑭株式交換

及び株式

移転時の

取扱 

当社が完全子会社となる株式

交換又は株式移転を行う場合

は、本件新株予約権にかかる

義務を、当該株式交換又は株

式移転により完全親会社に承

継させる。但し、当該株式交

換にかかる株式交換契約書又

は当該株式移転にかかる株主

総会決議において、承継され

る新株予約権について次の方

針に沿った内容の定めがなさ

れた場合に限る。なお、会社

法施行日をもって、本新株予

約権にかかる義務の承継につ

いては完全親会社の新株予約

権の交付として、必要な読み

替えを行うものとする。 

①目的たる完全親会社の株式

の種類 

完全親会社の普通株式 

②目的たる完全親会社の株式

の数 

株式交換又は株式移転の比

率に応じて調整する。調整

後の１株未満の端数は切り

上げる。 

③権利行使に際して払い込

むべき金額 

株式交換又は株式移転の比

率に応じて調整する。調整

後の１円未満の端数は切り

捨てる。 

④権利行使期間、その他の

権利行使の条件、消却事

由等 

権利行使期間については本

要項６に定める期間とす

る。また、その他の権利行

使の条件及び消却事由等

は、本要項７及び８に準じ

て、会社の取締役会が決定

する。 

⑤取締役会による譲渡承認

について 

本新株予約権の譲渡につい

て、完全親会社の取締役会

の承認を要するものとす

る。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── 新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額 

１ 新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式１株の発行価格 

本新株予約権の行使により発行す

る当社普通株式１株の発行価格

は、57,700円とする。ただし、別

記「新株予約権の目的となる株式

の数」欄第(1）号ないし第(3）号

および別記「新株予約権の行使時

の払込金額」欄第３項または第４

項によって修正または調整が行わ

れることがある。 

２ 新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式１株の資本組入

額本新株予約権の行使により発行

する当社普通株式１株の資本組入

額は、本欄第１項記載の本新株予

約権の行使により当社普通株式を

発行する場合の当社普通株式１株

の発行価格に0.5を乗じた金額と

し、計算の結果１円未満の端数を

生じる場合は、その端数を切り上

げるものとする。ただし、別記

「新株予約権の目的となる株式の

数」欄第(1）号ないし第(3）号お

よび別記「新株予約権の行使時の

払込金額」欄第３項または第４項

によって修正または調整が行われ

ることがある。 

新株予約権の行使期間 

平成18年10月６日から平成20年10月５

日までとする。ただし、行使期間の最

終日が銀行営業日でない場合にはその

翌銀行営業日を最終日とする。 

新株予約権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所 

行使請求の受付場所 

 デザインエクスチェンジ株式会社 

 管理本部総務部 

払込取扱場所 

 株式会社三菱東京UFJ銀行 

 飯田橋支店 

新株予約権の行使の条件 

１ 本新株予約権の行使は１新株予約

権単位（新株予約権１個）で行う

ものとし、各新株予約権の一部行

使は認められないものとする。 

（注）１．新株予約権の申込期間 

平成18年３月23日から平成18年３

月29日まで 

２．新株予約権の発行日 

平成18年３月29日 

３．新株予約権の発行価額の総額 

5,470,000円 

４．新株予約権の行使の際の払込金額

の総額 

3,719,600,000円 

同金額は上記要項５記載の新株予

約権行使に際しての１株当たり払

込金額に、上記要項１記載の本新

株予約権の目的である当社普通株

式の総数たる54,700株を乗じた金

額である。なお、行使価額が修正

又は調整された場合には、上記金

額は増加又は減少する。また、新

株予約権の権利行使期間内に行使

が行われない場合および当社が新

株予約権を消却した場合及び新株

予約権者がその権利を喪失した場

合には、上記金額は減少する。 

５．新株予約権の行使により発行する

株式の発行価額の総額     

3,725,070,000円 

同金額は本注３．記載の本新株予

約権の発行総額と本注４．記載の

本新株予約権の行使の際の払込金

額の総額を加えた金額である。な

お、行使価額が修正または調整さ

れた場合には、上記金額は増加又

は減少する。また、新株予約権の

権利行使期間内に行使が行われな

い場合および当社が新株予約権を

消却した場合及び新株予約権者が

その権利を喪失した場合には上記

金額は減少する。 

⑮行使手

続、行使

請求受付

場所、行

使の際の

払込取扱

場所 

権利者は、当社の指定する行

使請求書に新株予約権証券を

添付の上で当社に提出し、か

つ払込金額の全額を支払う。

但し、新株予約権証券が不発

行の場合、かかる証券の添付

は不要とする。 

行使請求受付場所： 

当社コーポレート業務グルー

プ総務部 

払込取扱場所： 

株式会社三菱東京UFJ銀行 

飯田橋支店 

⑯要項の効

力 

証券取引法に基づく有価証券

届出書による届出の効力が生

じることをもって、要項の効

力が発生する。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── ２ 権利者が１個または複数の本新株

予約権を行使した場合に、当該行

使により当該権利者に対して発行

される株式数は整数（会社が単元

株制度を導入した場合には一単元

の株式数の整数倍）でなければな

らず、１株（会社が単元制度を導

入した場合は一単元の株式数）未

満の部分については株式は割り当

てられないものとする。 

３ 権利者は、行使しようとする日の

前日までに会社の指定する行使請

求書を会社に提出した場合に限

り、本新株予約権を行使すること

が出来るものとする。 

新株予約権の消却事由及び消却の条件 

１ 権利者が本新株予約権に関して当

社と締結した契約が解除され又は

終了した場合（当社が解除事由に

該当することにより権利者が解除

した場合を除く。）には、会社は

当該本件新株予約権を新株予約権

１個あたりの発行価額をもって消

却することができる。 

２ 権利者が本件新株予約権を放棄し

た場合、当社は当該本件新株予約

権を無償で消却することができ

る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本新株予約権の譲渡するときは、当社

取締役会の承認を要するものとする。

（注）1．新株予約権の申込期間 

        平成18年10月５日 

2．新株予約権の発行日 

   平成18年10月５日 

3．新株予約権の発行価額の総額 

 3,600,000円 

4．新株予約権の行使の際の払込金

額の総額 

 2,073,600,000円 

同金額は上記要項「新株予約権

の行使時の払込金額」記載の新

株予約権行使に際しての１株当

たり払込金額に、上記要項「新

株予約権の目的となる株式の

数」記載の本新株予約権の目的

である当社普通株式の総数たる

36,000株を乗じた金額である。

なお、行使価額が修正または調

整された場合には、上記金額は

増加または減少する。また、新

株予約権の権利行使期間内に行

使が行われない場合および当社

が新株予約権を消却した場合お

よび新株予約権者がその権利を

喪失した場合には、上記金額は

減少する。 

６．新株予約権の発行価額および行使

の際の払込金額の算定理由 

当社は所定の条件の下にブラッ

クショールズモデルを用いて本

新株予約権の理論価値（オプシ

ョンバリュー）を算出した。ま

た本新株予約権の発行決議に先

立つ当社普通株式の株式価格、

新株予約権の発行要項等諸事情

を勘案し、総合的に検討した。

これらを前提に、上記理論価値

のレンジの範囲内で、かつ新株

予約権の発行により企図される

目的が達成される限度として

1,000円を本新株予約権の１個当

りの発行価額とした。 

また、本新株予約権の行使時の

払込金額は、本新株予約権の発

行決議の前日である平成18年３

月６日の東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終

値（69,000円）を参考として、

68,000円（1.4％ディスカウン

ト）とした。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── 5．新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額の総額 

 2,077,200,000円 

同金額は本注3．記載の本新株

予約権の発行総額と本注4．記

載の本新株予約権の行使の際の

払込金額の総額を加えた金額で

ある。なお、行使価額が修正ま

たは調整された場合には、上記

金額は増加または減少する。ま

た、新株予約権の権利行使期間

内に行使が行われない場合およ

び当社が新株予約権を消却した

場合及び新株予約権者がその権

利を喪失した場合には上記金額

は減少する。 

6．新株予約権の発行価額および行

使の際の払込金額の算定理由 

当社は所定の条件の下にブラッ

クショールズモデルを用いて本

新株予約権の理論価値（オプシ

ョンバリュー）を算出した。ま

た本新株予約権の発行決議に先

立つ当社普通株式の株式価格、

新株予約権の発行要項等諸事情

を勘案し、総合的に検討した。

これらを前提に、上記理論価値

のレンジの範囲内で、かつ新株

予約権の発行により企図される

目的が達成される限度として

1,000円を本新株予約権の１個

当りの発行価額とした。また、

本新株予約権の当初の行使価額

は、本新株予約権の発行決議の

前日である平成18年９月19日の

東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値（64,0

00円）に0.9を掛けた57,600円

とした。 

────── 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── 3．当社は、平成18年６月12日開催の臨時取

締役会において、中国のモバイルコンテン

ツ・プロバイダーであるTianjin Centur

y Communication Technology Co.,Ltd.の

持株会社であるCentury Star Field Limit

edの全株式を取得（取得価額約15億円）し

子会社することを決議し、また、平成18年

６月23日開催の臨時取締役会において、中

国のモバイルコンテンツ・プロバイダーで

あるGuangzhou Yeahcom Communication Te

chnology Co.,Ltd.の持株会社であるLinkt

ech Technologies Ltd.の全株式を取得

（取得価額約20億円）し子会社することを

決議し、平成18年７月３日付で当該２社の

株式の受渡を完了いたしました。 

しかし、平成18年８月11日にBBMFグループ

との資本業務提携契約を解消した後、中国

におけるモバイルコンテンツ事業の継続に

ついて、見直しも含めて検討を進めた結

果、当該２社の子会社化を取り止める方針

を固め、譲渡元と株式売買契約の解消の交

渉に入りました。 

(1）子会社化取り止めの理由 

将来性および他事業とのシナジー効果を

再評価し、またBBMFグループとの提携解

消に伴う管理面での当社負担の増加も勘

案して、当社グループ業績に対する寄与

が見込めないとの結論に達しました。 

(2）今後の見通し 

２社の買収取り止めについては、現在譲

渡元との間で株式譲渡契約の解消の交渉

中であります。現在のところ、契約解消

に当たって損害賠償請求等による当社側

の経済的損失は未確定であります。 

────── 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     539,965 693,071   559,082 

２．受取手形     1,316 105   382 

３．売掛金     255,231 181,721   198,849 

４．たな卸資産     99,693 22,007   74,605 

５．繰延税金資産     49,938 2,760   3,801 

６．その他     44,083 13,094   45,101 

貸倒引当金     △24,677 △12,320   △9,130 

流動資産合計     965,551 59.4 900,439 31.1   872,692 56.1

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１   96,656 87,223   97,999 

２．無形固定資産           

(1)ソフトウェア   118,062   90,210 97,169   

 (2)ソフトウェア仮
勘定 

  －   1,650 －   

(3)コンテンツ   54,435   64,786 62,136   

(4)その他   4,867 177,366 4,211 160,858 4,526 163,831 

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券   14,670   12,099 12,362   

(2)関係会社株式   260,000   1,637,214 260,000   

(3)差入保証金   102,702   70,091 143,215   

(4)その他   12,758   17,966 5,657   

貸倒引当金   △8,951 381,180 △3,562 1,733,809 △4,933 416,301 

固定資産合計     655,204 40.3 1,981,891 68.5   678,132 43.6

Ⅲ 繰延資産     5,644 0.3 11,355 0.4   3,934 0.3

資産合計     1,626,399 100.0 2,893,687 100.0   1,554,759 100.0

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金     86,298 46,642   64,382 

２．短期借入金     － 130,000   130,000 

３．未払金     55,503 696,034   60,301 

４．未払法人税等     3,931 4,736   8,073 

５．返品調整引当金     7,049 2,985   9,383 

６．その他 ※２   8,281 6,596   5,243 

流動負債合計     161,064 9.9 886,995 30.6   277,383 17.9

Ⅱ 固定負債           

 １．長期未払金     － 350,620   － 

 ２．社債     50,000 40,000   45,000 

３．退職給付引当金     14,633 13,467   14,139 

４．事業損失引当金      1,199 －   458 

５．繰延税金負債     1,219 686   － 

固定負債合計     67,051 4.1 404,774 14.0   59,597 3.8

負債合計     228,116 14.0 1,291,770 44.6   336,980 21.7

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     783,900 48.2 － －   788,450 50.7

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   514,400   － 518,950   

２．その他資本剰余金           

(1)資本準備金減少
差益 

  700,000   － 700,000   

(2)自己株式処分差
益 

  12,760   － 12,760   

資本剰余金合計     1,227,160 75.4 － －   1,231,710 79.2

Ⅲ 利益剰余金           

１．任意積立金           

(1)特別償却準備金   2,116   － 2,116   

２．中間(当期)未処理
損失 

  543,602   － 733,245   

利益剰余金合計     △541,486 △33.3 － －   △731,129 △47.0

Ⅳ その他有価証券評

価差額金 
    － － － －   39 0.0

Ⅴ 自己株式     △71,291 △4.3 － －   △71,291 △4.6

資本合計     1,398,282 86.0 － －   1,217,778 78.3

負債資本合計     1,626,399 100.0 － －   1,554,759 100.0

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金      － － 1,020,350 35.3   － －

２．資本剰余金            

(1)資本準備金   －   750,850 －   

(2)その他資本剰余
金 

  －   723,178 －   

資本剰余金合計     － － 1,474,028 50.9   － －

３．利益剰余金            

(1)その他利益剰余
金 

          

特別償却準備金   －   1,357 －   

繰越利益剰余金   －   △856,102 －   

利益剰余金合計     － － △854,745 △29.5   － －

４．自己株式     － － △42,989 △1.5   － －

株主資本合計     － － 1,596,643 55.2   － －

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金 

    － － △197 △0.0   － －

評価・換算差額等合
計 

    － － △197 △0.0   － －

Ⅲ 新株予約権     － － 5,470 0.2   － －

純資産合計     － － 1,601,916 55.4   － －

負債純資産合計     － － 2,893,687 100.0   － －

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     526,388 100.0 535,528 100.0   1,142,126 100.0

Ⅱ 売上原価     244,387 46.4 271,875 50.8   517,965 45.3

売上総利益     282,000 53.6 263,652 49.2   624,161 54.7

Ⅲ 販売費及び一般管

理費 
※３   406,716 77.3 369,593 69.0   872,397 76.4

   営業損失     124,716 23.7 105,940 19.8   248,236 21.7

Ⅳ 営業外収益 ※１   2,282 0.4 210 0.0   5,287 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２   2,912 0.5 8,745 1.6   8,869 0.8

   経常損失     125,346 23.8 114,474 21.4   251,819 22.1

Ⅵ 特別利益           

１．関係会社株式売却
益 

  799   － 799   

２．保険解約益   － 799 0.1 2,616 2,616 0.5 － 799 0.1

Ⅶ 特別損失           

１．たな卸資産評価損   71,158   － 73,670   

２．たな卸資産廃棄損   －   － 10,386   

３．固定資産除却損   37,275   7,775 46,408   

４．臨時償却費   12,936   － 3,059   

５．投資有価証券評価
損 

  531   － 531   

６．関係会社株式売却
損 

  12,717   － 13,697   

７．損害賠償和解金   － 134,618 25.5 － 7,775 1.4 3,318 151,071 13.2

税引前中間（当
期）純損失 

    259,165 49.2 119,634 22.3   402,090 35.2

法人税、住民税及
び事業税 

  1,533   1,961 3,626   

法人税等調整額   2,656 4,189 0.8 2,019 3,981 0.8 47,280 50,907 4.5

中間（当期）純損
失 

    263,354 50.0 123,615 23.1   452,998 39.7

前期繰越損失      218,033 －   218,033 

抱合せ株式消却損     62,214 －   62,214 

中間(当期)未処理
損失 

    543,602 －   733,245 

          



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本合
計 資本準備

金 
その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 特別償却

準備金 
繰越利益
剰余金 

平成17年12月31日 残高 

（千円） 
788,450 518,950 712,760 1,231,710 2,116 △733,245 △731,129 △71,291 1,217,739 

中間会計期間中の変動額          

新株の発行（千円） 231,900 231,900   231,900         463,800 

特別償却準備金の取崩し（千

円） 
        △759 759 －   － 

中間純損失（△）（千円）           △123,615 △123,615   △123,615 

自己株式の処分（千円）     10,418 10,418       28,301 38,720 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 

（千円） 

                  

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
231,900 231,900 10,418 242,318 △759 △122,856 △123,615 28,301 378,904 

平成18年６月30日 残高 

（千円） 
1,020,350 750,850 723,178 1,474,028 1,357 △856,102 △854,745 △42,989 1,596,643 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券評価差額
金 

評価・換算差額等合計 

平成17年12月31日 残高 

（千円） 
39 39 － 1,217,778 

中間会計期間中の変動額     

新株の発行（千円）       463,800 

特別償却準備金の取崩し（千

円） 
      － 

中間純損失（△）（千円）       △123,615 

自己株式の処分（千円）       38,720 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 

（千円） 

△236 △236 5,470 5,233 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△236 △236 5,470 384,138 

平成18年６月30日 残高 

（千円） 
△197 △197 5,470 1,601,916 



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── 1．継続企業の前提に関する重要な疑義を抱か

せる事象又は状況が存在する旨及びその内

容 

当社は、前事業年度に引き続き、当中間

会計期間においても、105百万円の営業損

失および123百万円の中間純損失を計上し

ております。 

2．継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

する旨 

当該状況により、当社は「継続企業の前

提に関する開示について」（日本公認会

計士協会監査委員会報告第74号）に基づ

き、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在していると判断しております。 

3．当該事象又は状況を解消又は大幅に改善す

るための経営者の対応及び経営計画の内容 

営業損失および中間純損失となった主な

要因として、プロダクト事業について、

流通形態の転換に伴う素材集パッケージ

ソフト市場全体の縮小が予想以上に速く

進展しており、同事業の抜本的な再構築

を目的として、本年３月付で㈱イーフロ

ンティアと業務提携の拡充を締結し、パ

ッケージソフトの製造・販売業務の同社

への移管を進めてまいりましたが、提携

内容の詳細に関する調整が長引いたこと

により、上期に計上を予定していたパッ

ケージ化許諾料の一部の計上が下期にず

れ込みました。また、この業務移管の進

捗が遅れた影響により、上期に予定して

いたDEX IMAGEタイトル等のパッケージソ

フトの拡販施策の実施が下期にずれ込み

ました。 

さらに、Webコマース事業について、前期

以前よりユーザビリティ向上・新規サー

ビス投入を目的とした新システムの開発

とコマース・サイトのリニューアルを進

めてまいりましたが、システム開発の進

捗が遅延し、結果として当中間会計期間

中に新規サービスが実施出来ませんでし

た。 

これらにより、売上高が計画を達成出来

ず、結果として営業損失および中間純損

失を計上するに至りました。当社は、当

該状況を解消すべく経営の再構築を進め

ており、当事業年度における対応策は以

下のとおりです。 

当社は、当営業年度において、248百万円の営

業損失および452百万円の当期純損失を計上す

る結果となりました。当該状況により、当社は

「継続企業の前提に関する開示について」（日

本公認会計士協会監査委員会報告第74号）に基

づき、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在していると判断しております。 

この主たる要因としては、プロダクト事業にお

いて、流通形態の転換に伴う素材集パッケージ

ソフト市場全体の縮小が予想以上に速く進展し

たため、販売が予定を下回ったこと、またWeb

コマース事業において、予定していたシステム

開発の進捗が遅れ、結果として新規サービスが

実施できなかったことなどにより、売上高が計

画を達成できなかったことによるものでありま

す。 

当社は、当該状況を解消すべく経営の再構築を

進めております。翌会計年度に向けての対応策

としては、①Webコマース事業において、遅延

していたシステム開発とコマースサイトのリニ

ューアルを実現し、新規サービスの実施等によ

って会員数の増大および一人あたり売上単価の

向上を図るとともに、新規コンテンツ獲得を目

的とした業務提携を推進する、②プロダクト事

業において、販売管理体制を再構築し、製作・

流通・管理コストの削減と将来発生し得る在庫

リスクの低減を図る、などを検討しており、こ

れらの施策を通じて、売上および利益の向上を

目指してまいります。また販売費及び一般管理

費についても、プロダクト事業における販売管

理コストの低減のほか、本社事務所賃借の一部

解約による支払家賃の減少などによって、さら

なるコスト削減を計画しております。 

この結果として、当社は、平成18年度の営業利

益の黒字化を見込んでおります。 

財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を財務諸表に

は反映しておりません。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── ①Webコマース事業 

ユーザビリティ向上・新規サービス投入

を目的とした新システムの開発とコマー

ス・サイトのリニューアルを進め、平成

18年７月にサイトデザインの全面リニュ

ーアルを完了いたしました。また、現在

コマース・サイト上での画像検索の機能

強化を進めており、当第４四半期におい

て実装を完了する予定です。これらコマ

ース・サイトのリニューアル・機能強化

に加え、新規コンテンツの調達・開発に

おける予算・人員を増強しており、これ

ら施策により会員数の増大および一人あ

たり売上単価の向上を図ってまいりま

す。 

②プロダクト事業 

本年３月に締結した㈱イーフロンティア

との業務提携拡充により、同社の持つ高

い営業力とブランド力を活用した販売展

開による販売量増加と安定収益確保を図

るとともに、製作・流通・管理コストの

削減と今後発生し得る在庫リスクの低減

を図ります。さらに、イーフロンティア

への移管以外の販売施策として、年末に

向け、DEX IMAGEタイトル等のパッケー

ジソフトについての集中的な拡販を実施

いたします。パッケージソフト流通にお

ける拡販のほか、写真素材の需要が見込

める企業・学校等に対しても直接の営業

提案を行うことにより、売上の拡大を行

ってまいります。 

③営業費用 

販売費及び一般管理費についても、プロ

ダクト事業における販売管理コストの低

減のほか、本社事務所賃借の一部解約に

よる支払家賃の減少などによって、さら

なるコスト削減を進めてまいります。 

これらの結果として、当社は、当中間会

計期間において前年同期と比較して営業

赤字の削減を達成しており、当事業年度

通年での営業利益の黒字化を目指してお

ります。 

────── 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── ④資金計画 

「重要な後発事象 1．」に記載のとお

り、BBMFグループに付与していた新株予

約権については取締役会において消却を

決議いたしました。このため、当初当該

新株予約権行使による資金を充当するこ

とを予定して本年４月に子会社化した L

eleの株式取得対価のうち、当中間会計

期間末現在未払となっている979百万円

については、株式会社産業構造総合研究

所に付与する新株予約権（「重要な後発

事象 2．」参照）の行使による資金を充

当する予定であり、また、同じく当該新

株予約権行使による資金を充当すること

を予定して取得したTianjin Century Co

mmunication Technology Co.,Ltd.（株

式取得価額約15億円）およびGuangzho

u Yeahcom Communication Technology C

o.,Ltd.（株式取得価額約20億円）につ

いては、株式売買契約の契約解消に向け

て交渉中であります（「重要な後発事

象 3．」参照）。 

4．中間財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響

を中間財務諸表には反映していない旨 

中間財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の

影響を中間財務諸表には反映しておりま

せん。 

────── 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

総平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は総平均法により

算定） 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は総平均法によ

り算定） 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は総平均

法により算定） 

  時価のないもの 

総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2)たな卸資産 

製品・商品 

総平均法による原価法 

仕掛品 

個別法による原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法 

(2)たな卸資産 

製品・商品 

 同左 

仕掛品 

同左 

貯蔵品 

同左 

(2) たな卸資産 

製品・商品 

 同左 

仕掛品 

同左 

貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については、定

額法 

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ております。 

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

  (2)無形固定資産 

商標権 

定額法(10年) 

ソフトウェア 

市場販売目的のソフトウェア

については見込販売有効期間

（３年）、自社利用目的のソ

フトウェアについては社内に

おける見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

(2)無形固定資産 

商標権 

同左 

ソフトウェア 

自社利用目的のソフトウェア

については社内における見込

利用可能期間（５年）に基づ

く定額法 

(2)無形固定資産 

商標権 

同左 

ソフトウェア 

市場販売目的のソフトウェア

については見込販売有効期間

（３年）、自社利用目的のソ

フトウェアについては社内に

おける見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

  コンテンツ 

定額法（３年） 

コンテンツ 

同左 

コンテンツ 

同左 

  (3)長期前払費用 

定額法 

(3)長期前払費用 

同左 

(3)長期前払費用 

同左 

  (4)少額減価償却資産 

取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については３年間

の均等償却 

(4)少額減価償却資産 

同左 

(4)少額減価償却資産 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(1)貸倒引当金 

同左 

(1)貸倒引当金 

同左 

  (2)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務（期末自己都合退

職金要支給額の100％）の見込

額に基づき、当中間会計期間

末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。 

(2)退職給付引当金 

同左 

(2)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、期末自己都合退職金要支

給額を退職給付債務として計

上しております。 

  (3)返品調整引当金 

製品の返品による損失に備え

るため、返品予測高に対する

売買利益相当額を計上してお

ります。 

(3)返品調整引当金 

同左 

(3)返品調整引当金 

同左 

  (4)事業損失引当金 

事業の撤退による損失に備え

るため、 将来負担することが

見込まれる損失見込額を計上

しております。 

(4)    ────── 

  

(4)事業損失引当金 

事業の撤退による損失に備え

るため、 将来負担することが

見込まれる損失見込額を計上

しております。 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間会

計期間末日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処

理しております。 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

  



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間から「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第6号）を適用してお

ります。これによる損益に与える影響はあ

りません。 

────── 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間会計期間から「貸借対照表の純資産

の分の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第5号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第8号 平成17年12月９日）を適用しており

ます。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

1,596,446千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の

純資産の部については、改正後の中間財務

諸表等規則により作成しております。 

────── 



表示方法の変更 

追加情報 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

（中間個別貸借対照表） 

「差入保証金」は、前中間会計期間末は、投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末において

資産の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

なお、前中間会計期間末の「差入保証金」の金額は51,190千円であ

ります。 

────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

       118,202千円         123,811千円         122,019千円 

※２ 消費税等の表示方法 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。 

※２ 消費税等の表示方法 

同左 

※２    ────── 

  

 ３ 当社は運転資金の効率的な調達を行な 

   う為、㈱ＵＦＪ銀行とコミットメント 

   ライン設定契約を締結しております。 

   この契約に基づく当中間会計期間末現 

   在の借入実行状況は次のとおりであり 

   ます。 

   （1)コミットメントの総額：150,000千円 

   (2)借入未実行残高：     150,000千円 

 ３    ──────          ３ 当社は運転資金の効率的な調達を行な 

   う為、㈱ＵＦＪ銀行とコミットメント 

   ライン設定契約を締結しております。 

   この契約に基づく当事業年度末現在の 

   借入実行状況は次のとおりでありま 

   す。 

   （1)コミットメントの総額：150,000千円 

   (2)借入未実行残高：      20,000千円

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 営業外収益の主要科目 ※１ 営業外収益の主要科目 ※１ 営業外収益の主要科目 

為替差益 2,024千円

受取利息 226千円

受取利息 65千円 為替差益 4,889千円

受取利息 307千円

※２ 営業外費用の主要科目 ※２ 営業外費用の主要科目 ※２ 営業外費用の主要科目 

支払利息 1,105千円

新株発行費償却  1,051千円

開発費償却 399千円

為替差損 4,756千円

新株発行費償却 2,455千円

支払利息 744千円

投資分配損 2,834千円

支払利息 2,368千円

新株発行費償却 2,102千円

開発費償却 799千円

社債発行費償却 516千円

※３ 研究開発費の総額 

販売費及び一般管理費に含まれる研究

開発費 

※３ 研究開発費の総額 

販売費及び一般管理費に含まれる研究

開発費 

※３ 研究開発費の総額 

販売費及び一般管理費に含まれる研究

開発費 

            4,624千円             9,300千円           7,987千円 

４ 減価償却実施額 ４ 減価償却実施額 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産   23,658千円

無形固定資産 53,809千円

有形固定資産 11,435千円

無形固定資産 41,336千円

有形固定資産 28,572千円

無形固定資産 99,794千円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の減少1,210株は、新株予約権の行使による減少であります。 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式 （注） 3,048 － 1,210 1,838 

合計 3,048 － 1,210 1,838 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年６月30日現在） 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

当中間会計期間末（平成18年６月30日現在） 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度末（平成17年12月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  
工具器具備
品 

合計 

取得価額相
当額 
（千円） 

5,896 5,896 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

4,964 4,964 

中間期末残
高相当額 
（千円） 

931 931 

  
工具器具備
品 

合計 

取得価額相
当額 
（千円） 

3,709 3,709

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

247 247

中間期末残
高相当額 
（千円） 

3,462 3,462

工具器具備
品 

合計 

取得価額相
当額 
（千円） 

3,897 3,897

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

3,507 3,507

期末残高相
当額 
（千円） 

389 389

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内      1,018千円

１年超      0千円

合計      1,018千円

１年内 717千円

１年超 2,755千円

合計 3,472千円

１年内 429千円

１年超 －千円

合計 429千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料      660千円

減価償却費相当額      589千円

支払利息相当額   31千円

支払リース料 477千円

減価償却費相当額 442千円

支払利息相当額 27千円

支払リース料 2,060千円

減価償却費相当額 1,863千円

支払利息相当額 55千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各

期への配分方法は、利息法によってお

ります。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

同左 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── 1．当社は、平成18年８月11日開催の当社取

締役会の決議に基づき、BBMFグループとの

間で締結している資本業務提携契約を解消

するとともに、平成18年９月15日開催の当

社取締役会において同グループに付与して

いた新株予約権の消却を決議いたしまし

た。 

(1）解消の理由 

当社とBBMFグループは、当社が新たな事業

の核として検討しているモバイルコンテン

ツ・ビジネスを含めた当社新規事業への円

滑な参入を実現し、相互の事業における相

乗効果を追求するとともに、当社の経営基

盤の安定化・強化を図ることを目的とし

て、平成18年３月７日付で資本業務提携契

約を締結するとともに、BBMFグループへの

第三者割当および新株予約権付与を実施い

たしました。 

しかしながらその後、企業買収の方向性、

買収資金の調達方針などの点で両者の考え

方に隔たりがあることが明らかとなり、結

果として現状のままでは当社の株主価値の

向上を図ることが難しいとの結論に至り、

今般契約の解除条項の定めに基づき資本業

務提携を解消することを決定いたしまし

た。 

(2）契約の相手会社の名称 

BBMF Corporation 

(3）解消の時期 

平成18年８月11日 

(4）契約の内容 

①当社のモバイル事業への新規参入に際し

て必要となる技術情報、ノウハウなど

の提供。 

②BBMFグループの保有するモバイルコンテ

ンツの提供。 

③当社による合併・買収対象（BBMFグルー

プを含む）の斡旋・紹介。 

④BBMFグループによる資金調達の支援。 

⑤その他モバイル事業への新規参入や合

併・買収に関する事項。 

 当社は、平成18年３月７日開催の取締役会

において、下記のとおり第三者割当による

新株式発行および新株予約権の発行を決議

いたしました。また、平成18年３月29日付

で新株式の発行価額および新株予約権の発

行価額が払い込まれました。 

(1）新株および新株予約権の発行理由 

当社は既存のイラスト等デザイン用デジタ

ルコンテンツの製作・ネット販売事業を展

開しており「具満タン」シリーズなど業界

のデファクトスタンダードともいえる製品

を送り出してまいりました。一方で、財務

的には、プロダクト事業における売り上げ

の伸び悩み等により平成17年12月期には連

結ベースで1,415百万円（前年同四半期比3

7.6%減）の売上にもかかわらず269百万円

の営業損失、273百万円の経常損失、470百

万円の純損失を計上するなど、非常に厳し

い状況が続いておりました。 

このような状況下、当社が今後の業績回復

およびその拡大を達成するためには、新た

な事業の核が必要であると認識し、モバイ

ルコンテンツ市場への参入を視野に入れ

て、昨年12月にはBBMFグループの人員を含

む複数の取締役を迎え入れるとともに、新

たな代表取締役を選任致しました。その後

も、有力企業との業務提携および人員の拡

充や国内外におけるM&Aを含めた新たな事

業開発などの積極的な投資が有効であると

の認識に基づき、引続き業務提携・資本増

強について複合的に検討しておりました

が、今回、BBMFグループと業務全般に関す

る包括的な業務提携を行い、加えて第三者

割当増資に応じていただくことが最善であ

るとの結論に至りました。 

今回の第三者割当により調達する資金（新

株発行および新株予約権発行による調達額

約468百万円。予定額）につきましては、M

&Aを含む新事業開発投資および運転資金に

充当する予定であり、新規コア事業である

モバイルコンテンツ事業その他の関連成長

分野におけるM&Aを通じた国内外における

市場開拓等により経営基盤の強化および拡

大が図れるものと考えています。また、将

来に亘る新株予約権行使による調達額約

3,715百万円（予定額）についても同様で

す。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── 2．当社は、平成18年９月20日開催の取締役会

において、以下のとおり第三者割当による

新株予約権の発行を決議いたしました。 

(1）新株予約権の発行理由 

当社は、前述のとおり、平成18年８月11日

付でBBMFグループとの資本業務提携を解消

いたしましたが、その後、同グループに代

わる新たな戦略的パートナーとして、株式

会社産業構造総合研究所との間で資本業務

提携契約を締結するともに、同社が業務執

行組合員を務める投資事業組合を通じて新

株予約権を付与することといたしました。

新株予約権行使により調達する資金につき

ましては、既に子会社化した中国企業の株

式取得資金の支払に充てるほか、新たなM&

Aを含めた投資資金、システム開発・商品

開発等の設備資金、および運転資金に充当

する予定であります。 

(2）第三者割当による新株予約権の発行（デ

ザインエクスチェンジ㈱第４回新株予約

権）の概要 

新株予約権の目的となる株式の種類 

普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 

36,000株（本新株予約権１個の目的で

ある株式の数（以下「割当株式数」と

いう。）は10株とする。） 

ただし、下記第(1）号ないし第(3）号

により、割当株式数が調整される場合

には、本新株予約権の目的である株式

の総数は調整後割当株式数に応じて調

整されるものとする。 

(1）当社が別記「新株予約権の行使時

の払込金額」欄第４項の規定に従っ

て行使価額（同欄第２項に定義す

る。）の調整を行う場合には、割当

株式数は次の算式により調整される

ものとする。ただし、調整の結果生

じる１株未満の端数は切り捨てるも

のとする。 

上記算式における調整前行使価額お

よび調整後行使価額は、別記「新株

予約権の行使時の払込金額」欄第４

項に定める調整前行使価額および調

整後行使価額とする。 

(2）調整後割当株式数の適用日は、当

該調整事由にかかる別記「新株予約

権の行使時の払込金額」欄第４項第

(2）号および第(4）号による行使価

額の調整に関し、各号に定める調整

後行使価額を適用する日と同日とす

る。 

  調整前割当株
式数 

×
調整前行使価

額 
調整後割当株

式数 
＝ 調整後行使価額 

BBMFグループは世界20カ国・地域以上でモ

バイルコンテンツの製作・配信をしてお

り、国内ではNTTドコモ、AU、ボーダフォ

ンの３社すべてにモバイルコンテンツを配

信しております。特にモバイルゲームの分

野ではリーディングカンパニーのひとつで

あり、同グループとの戦略的業務・資本提

携は当社がモバイルコンテンツ市場に参入

するにあたり大きく資するものであると考

えます。当社は今回の同グループとの資本

提携および業務提携が大きな効果を生み、

当社の株主価値が最大化されることを期待

しております。 

(2）第三者割当による新株式発行の概要 

①発行する株式の種類および数 

普通株式 6,800株 

②発行価額 

１株につき68,000円 

③発行価額の総額 

462,400,000円 

④資本組入額 

１株につき34,000円 

⑤資本組入額の総額 

231,200,000円 

⑥申込期間 

平成18年３月23日から平成18年３月29日

まで 

⑦払込期日 

平成18年３月29日 

⑧配当起算日 

平成18年１月１日 

⑨割当先 

全株式をSCD Swiss Content & Design Ho

lding GmbHに割当てる。 

⑩その他 

証券取引法による届出の効力発生を条件

とする。 

(3）第三者割当による新株予約権の発行（デ

ザインエクスチェンジ㈱第３回新株予約

権）の概要 

①新株予約

権の目的

たる株式

の種類及

び数 

当社普通株式 54,700株 

なお、当社が株式分割または

株式併合を行う場合、次の算

式により目的たる株式の数を

調整するものとする。ただ

し、かかる調整は本件新株予

約権のうち、当該時点で権利

行使していない新株予約権の

目的たる株式の数についての

み行われ、調整の結果生じる

１株未満の端数は切り捨て

る。 

調整後 
株式数 

＝ 
調整前 
株式数 

× 
分割・併
合の比率

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── (3）割当株式数の調整を行うときは、

当社は、あらかじめ書面によりその

旨およびその事由、調整前割当株式

数、調整後割当株式数およびその適

用の日その他必要な事項を新株予約

権原簿に記載された各新株予約権者

に通知する。ただし、別記「新株予

約権の行使時の払込金額」欄第４項

第(2）号②ただし書に示される株式

分割の場合、その他適用の日の前日

までに前記の通知を行うことができ

ないときは、適用の日以降すみやか

にこれを行う。 

新株予約権の行使時の払込金額 

１ 本新株予約権１個の行使に際して

出資される財産の価額は、行使価額

（以下に定義する。）に割当株式数

を乗じた額とする。 

２ 本新株予約権の行使により当社が

当社普通株式を新たに発行しまたは

これに代えて当社の有する当社普通

株式を移転（以下、当社普通株式の

発行または移転を「交付」とい

う。）する場合における株式１株当

たりの払込金額（以下「行使価額」

という。）は、当初57,600円とす

る。 

３ 行使価額の修正 

本新株予約権の発行後、毎月第１お

よび第３金曜日（以下「決定日」と

いう。）の翌取引日以降、行使価額

は、決定日まで（当日を含む。）の

３連続取引日（ただし、終値のない

日は除き、決定日が取引日でない場

合には、決定日の直前の取引日まで

の３連続取引日とする。以下「時価

算定期間」という。）の株式会社東

京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の毎日の終値（気配表示

を含む。）の平均値の90％に相当す

る金額（100円未満は切り上げる。以

下「決定日価額」という。）に修正

される。第１回決定日は平成18年10

月６日とする。なお、時価算定期間

内に、本欄第４項第(2）号または第

(4）号で定める行使価額の調整が生

じた場合には、修正後の行使価額

は、本新株予約権の新株予約権要項

に従い当社が適当と判断する値に調

整される。ただし、かかる算出の結

果、決定日価額が34,600円（以下

「下限行使価額」という。ただし、

本欄第４項第(1）号ないし第(4）号

による調整を受ける。）を下回る場

合には、修正後の行使価額は下限行

使価額とし、決定日価額が92,200円

（以下「上限行使価額」という。 

 また、発行日後に、当社が他

社と吸収合併もしくは新設合

併を行い新株予約権が承継さ

れる場合、当社が完全子会社

となる株式交換もしくは株式

移転を行い新株予約権が承継

される場合、または人的分割

をする場合、当社は、合併比

率等に応じ必要と認める株式

数の調整を行うものとする。

②発行する

新株予約

権の総数 

5,470個（各新株予約権の目

的たる株式数は10株。但し、

本要項１に定める株式数の調

整を行った場合には、同様の

調整を行う。） 

③各新株予

約権の発

行価額 

金1,000円とする（一株につ

き金100円） 

④新株予約

権の払込

期日 

平成18年３月29日 

⑤各新株予

約権の行

使に際し

て払込を

なすべき

金額 

本新株予約権１個の行使に際

して払込をすべき額は、行使

価額（以下に定義する。）に

各新株予約権の目的となる株

式数を乗じた額とする。 

本新株予約権の行使に際して

株式１株当たりの払込金額

（以下「行使価額」とい

う。）は、当初金68,000円と

する。 

なお、本新株予約権発行後、

当社が、株式分割、株式併合

を行う場合は、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は

切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価

額で新株を発行し、または自

己株式を処分する場合は、次

の算式により行使価額を調整

し、調整による１株未満の端

数は切り上げる。但し、算式

中の「既発行株式数」には、

当社が保有する自己株式を含

まない。 

調整後 
行使価
額 

＝ 
調整前 
行使価
額 

×

1 

分割・
併合の
比率 

    
既発

行株

式数 

＋

新規

発行

(処

分)

株式

数 

×

１株

当り

の払

込価

額 

調整

後行

使価

額 

＝

調整

前行

使価

額 

×

新規発行

(処分)前の

株価 

既発行株式数＋新

規発行(処分)株式

数 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── ただし、本欄第４項第(1）号ないし

第(4）号による調整を受ける。）を

上回る場合には、修正後の行使価額

は上限行使価額とする。 

４ 行使価額の修正 

(1）当社は、本新株予約権の発行後、

本項第(2）号に掲げる各事由により

当社普通株式数に変更を生じる場合

または変更を生ずる可能性がある場

合は、次に定める算式（以下「行使

価額調整式」という。）をもって行

使価額を調整する。 

(2）行使価額調整式により本新株予約

権の行使価額の調整を行う場合およ

びその調整後の行使価額の適用時期

については、次に定めるところによ

る。 

①本項第(3）号②に定める時価を下

回る発行価額または処分価額を

もって当社普通株式を新たに発

行または当社の有する当社普通

株式を処分する場合（ただし、

当社普通株式に転換される証券

もしくは転換できる証券または

当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）の

転換または行使による場合を除

く。）。 

調整後の行使価額は、払込期日

の翌日以降、また、募集のため

の株主割当日がある場合はその

日の翌日以降これを適用する。 

②株式分割により普通株式を発行す

る場合。 

調整後の行使価額は、株式分割

のための株主割当日の翌日以降

これを適用する。ただし、配当

可能利益から資本に組み入れら

れることを条件にその部分をも

って株式分割により普通株式を

発行する旨取締役会で決議する

場合で、当該配当可能利益の資

本組入れの決議をする株主総会

の終結の日以前の日を株式分割

のための株主割当日とする場合

には、調整後の行使価額は、当

該配当可能利益の資本組入れの

決議をした株主総会の終結の日

の翌日以降これを適用する。 

    既発
行株

式数

＋

新発

行・処

分株式

数 

×

１株当

たりの

発行・

処分価

額 

調整

後行

使価

額 

＝

調整

前行

使価

額 

×

時価 

既発行株式数＋新発行・

処分株式数 

 このほか、本新株予約権を発

行する日の後に、当社が他社

と吸収合併もしくは新設合併

を行い新株予約権が承継され

る場合、当社が完全子会社と

なる株式交換もしくは株式移

転を行い新株予約権が承継さ

れる場合、又は人的分割をす

る場合、当社は、合併比率等

に応じ合理的な範囲で行使価

額を調整するものとする。 

⑥新株予約

権を行使

すること

を得べき

期間 

平成18年３月30日から平成21

年３月29日までとし、消却の

公告があった場合、消却の前

日までとする。但し、行使期

間の最終日が銀行営業日でな

い場合には、その前銀行営業

日を最終日とする。 

⑦新株予約

権の行使

の条件 

①本件新株予約権の行使は１

新株予約権単位（新株予約

権１個）で行うものとし、

各新株予約権の一部行使は

認められないものとする。

②権利者が１個または複数の

本件新株予約権を行使した

場合に、当該行使により当

該権利者に対して発行され

る株式数は整数（会社が単

元株制度を導入した場合に

は、一単元の株式数の整数

倍）でなければならず、１

株（会社が単元制度を導入

した場合は一単元の株式

数）未満の部分については

株式は割り当てられないも

のとする。 

③権利者は、行使しようとす

る日の前日までに会社の指

定する行使請求書を会社に

提出した場合に限り、本件

新株予約権を行使すること

が出来るものとする。 

⑧新株予約

権の消却

事由及び

消却の条

件 

①権利者が本新株予約権に関

して当社と締結した契約が

解除され又は終了した場合

（当社が解除事由に該当す

ることにより権利者が解除

した場合を除く。）には、

会社は当該本件新株予約権

を新株予約権１個あたりの

発行価額をもって消却する

ことができる。 

②権利者が本件新株予約権を

放棄した場合、当社は当該

本件新株予約権を無償で消

却することができる。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── なお、上記ただし書の場合にお

いて、株式分割のための株主割

当日の翌日から当該配当可能利

益の資本組入れの決議をした株

主総会の終結の日までに行使請

求をなした者に対しては、次の

算出方法により、当社普通株式

を交付するものとし、株券の交

付については別記（注）１(2）

の規定を準用する。 

この場合に１株未満の端数を生

じたときにはこれを切り捨て、

現金による調整は行わない。 

③本項第(3）号②に定める時価を下

回る価額をもって当社普通株式

に転換される証券もしくは転換

できる証券または当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権

もしくは新株予約権付社債を発

行する場合。 

調整後の行使価額は、発行され

る証券または新株予約権もしく

は新株予約権付社債のすべてが

当初の転換価額で転換されまた

は当初の行使価額で行使された

ものとみなして行使価額調整式

を準用して算出するものとし、

払込期日（新株予約権が無償に

て発行される場合は発行日）の

翌日以降これを適用する。ただ

し、その証券の募集のための株

主割当日がある場合は、その翌

日以降これを適用する。 

(3）①行使価額調整式の計算の結果生

じる円位未満の端数は切り捨て

るものとする。  

②行使価額調整式で使用する時価

は、調整後の行使価額を適用す

る日（ただし、本項第(2）号②

ただし書の場合は株主割当日）

に先立つ45取引日目に始まる30

取引日（終値のない日数を除

く。）の株式会社東京証券取引

所における当社普通株式の普通

取引の毎日の終値（気配表示を

含む。）の平均値とする。この

場合、平均値の計算において

は、100円未満は切り上げる。 

  (

調整

前行

使価

額 

－

調整

後行

使価

額 

) ×

調整前行

使価額に

より当該

期間内に

交付され

た株式数
株式

数 
＝ 調整後行使価額 

⑨譲渡制限 本件新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認を要

する。 

⑩新株予約

権証券の

発行 

新株予約権証券は、権利者の

請求があるときに限り発行す

る。なお、新株予約権証券を

発行する場合において、各新

株予約権証券が表章する新株

予約権の個数は、各新株予約

権証券の定めるところによ

る。 

⑪新株予約

権の行使

により発

行する新

株の発行

価額中、

資本に組

み入れな

い額 

当該新株の発行価額に0.5を

乗じた金額とする。ただし、

計算の結果、１円未満の端数

が生じる場合には、その端数

を切り捨てた額とする。 

⑫新株予約

権の行使

により発

行する新

株に対す

る配当金 

本新株予約権の行使により交

付された当社普通株式の配当

金又は商法第293条ノ５に定

められた金銭の分配（中間配

当金）については、本新株予

約権の行使が１月１日から６

月30日までの間になされたと

きは１月１日に、７月１日か

ら12月31日までの間になされ

たときは７月１日に、それぞ

れ当社普通株式の交付があっ

たものとみなしてこれを支払

う。 

会社法に基づく剰余金の配当

（会社法第454条５項に規定

された金銭の分配である中間

配当金を含む。）について

は、当該配当を受領する権利

を有する株主を確定するため

の基準日以前に本件新株予約

権の行使請求により交付され

た当社普通株式を、当該基準

日において発行済みの他の当

社普通株式（会社が保有する

当社の普通株式を除く。）と

同様に取り扱うものとする。

⑬割当対象

者、及び

対象者に

割当てる

べき新株

予約権の

数 

第三者割当の方法により、次

の通り割り当てる。 

SCD Swiss Content ＆  

Design Holding GmbH  

5,470個 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── ③行使価額調整式で使用する既発

行株式数は、株主割当日がある

場合はその日、また、株主割当

日がない場合は、調整後の行使

価額を適用する日の１か月前の

日における当社の発行済普通株

式数から、当該日における当社

の有する当社普通株式数を控除

した数とする。また、本項第

(2）号②の場合には、行使価額

調整式で使用する新発行・処分

株式数は、株主割当日における

当社の有する当社普通株式に割

り当てられる当社普通株式数を

含まないものとする。 

(4）本項第(2）号の行使価額の調整を

必要とする場合以外にも、次に掲

げる場合には、当社は、必要な行

使価額の調整を行う。 

①株式の併合、資本の減少、会社

分割または合併等のために行使

価額の調整を必要とするとき。 

②その他当社普通株式数の変更ま

たは変更の可能性が生じる事由

の発生により行使価額の調整を

必要とするとき。 

③行使価額を調整すべき事由が２

つ以上相接して発生し、一方の

事由に基づく調整後の行使価額

の算出にあたり使用すべき時価

につき、他方の事由による影響

を考慮する必要があるとき。 

(5）本欄第３項または本項第(1）号な

いし第(4）号により行使価額の修

正または調整を行うときは、当社

は、あらかじめ書面によりその旨

およびその事由、修正前または調

整前の行使価額、修正後または調

整後の行使価額およびその適用の

日その他必要な事項を新株予約権

原簿に記載された各新株予約権者

に通知する。ただし、本項第(2）

号②ただし書に示される株式分割

の場合その他適用の日の前日まで

に前記の通知を行うことができな

いときは、適用の日以降すみやか

にこれを行う。 

新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価額の総額 

2,077,200,000円 

別記「新株予約権の行使時の払込金

額」欄第３項により、行使価額が修正

された場合には、上記発行価額の総額

は増加または減少する。 

⑭株式交換

及び株式

移転時の

取扱 

当社が完全子会社となる株式

交換又は株式移転を行う場合

は、本件新株予約権にかかる

義務を、当該株式交換又は株

式移転により完全親会社に承

継させる。但し、当該株式交

換にかかる株式交換契約書又

は当該株式移転にかかる株主

総会決議において、承継され

る新株予約権について次の方

針に沿った内容の定めがなさ

れた場合に限る。なお、会社

法施行日をもって、本新株予

約権にかかる義務の承継につ

いては完全親会社の新株予約

権の交付として、必要な読み

替えを行うものとする。 

①目的たる完全親会社の株式

の種類 

完全親会社の普通株式 

②目的たる完全親会社の株式

の数 

株式交換又は株式移転の比

率に応じて調整する。調整

後の１株未満の端数は切り

上げる。 

③権利行使に際して払い込

むべき金額 

株式交換又は株式移転の比

率に応じて調整する。調整

後の１円未満の端数は切り

捨てる。 

④権利行使期間、その他の

権利行使の条件、消却事

由等 

権利行使期間については本

要項６に定める期間とす

る。また、その他の権利行

使の条件及び消却事由等

は、本要項７及び８に準じ

て、会社の取締役会が決定

する。 

⑤取締役会による譲渡承認

について 

本新株予約権の譲渡につい

て、完全親会社の取締役会

の承認を要するものとす

る。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── 新株予約権の行使により株式を発行する

場合の株式の発行価格及び資本組入額 

１ 新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式１株の発行価格 

本新株予約権の行使により発行す

る当社普通株式１株の発行価格

は、57,700円とする。ただし、別

記「新株予約権の目的となる株式

の数」欄第(1）号ないし第(3）号

および別記「新株予約権の行使時

の払込金額」欄第３項または第４

項によって修正または調整が行わ

れることがある。 

２ 新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式１株の資本組入

額本新株予約権の行使により発行

する当社普通株式１株の資本組入

額は、本欄第１項記載の本新株予

約権の行使により当社普通株式を

発行する場合の当社普通株式１株

の発行価格に0.5を乗じた金額と

し、計算の結果１円未満の端数を

生じる場合は、その端数を切り上

げるものとする。ただし、別記

「新株予約権の目的となる株式の

数」欄第(1）号ないし第(3）号お

よび別記「新株予約権の行使時の

払込金額」欄第３項または第４項

によって修正または調整が行われ

ることがある。 

新株予約権の行使期間 

平成18年10月６日から平成20年10月５

日までとする。ただし、行使期間の最

終日が銀行営業日でない場合にはその

翌銀行営業日を最終日とする。 

新株予約権の行使請求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場所 

行使請求の受付場所 

 デザインエクスチェンジ株式会社 

 管理本部総務部 

払込取扱場所 

 株式会社三菱東京UFJ銀行 

 飯田橋支店 

新株予約権の行使の条件 

１ 本新株予約権の行使は１新株予約

権単位（新株予約権１個）で行う

ものとし、各新株予約権の一部行

使は認められないものとする。 

（注）１．新株予約権の申込期間 

平成18年３月23日から平成18年３

月29日まで 

２．新株予約権の発行日 

平成18年３月29日 

３．新株予約権の発行価額の総額 

5,470,000円 

４．新株予約権の行使の際の払込金額

の総額 

3,719,600,000円 

同金額は上記要項５記載の新株予

約権行使に際しての１株当たり払

込金額に、上記要項１記載の本新

株予約権の目的である当社普通株

式の総数たる54,700株を乗じた金

額である。なお、行使価額が修正

又は調整された場合には、上記金

額は増加又は減少する。また、新

株予約権の権利行使期間内に行使

が行われない場合および当社が新

株予約権を消却した場合及び新株

予約権者がその権利を喪失した場

合には、上記金額は減少する。 

５．新株予約権の行使により発行する

株式の発行価額の総額     

3,725,070,000円 

同金額は本注３．記載の本新株予

約権の発行総額と本注４．記載の

本新株予約権の行使の際の払込金

額の総額を加えた金額である。な

お、行使価額が修正または調整さ

れた場合には、上記金額は増加又

は減少する。また、新株予約権の

権利行使期間内に行使が行われな

い場合および当社が新株予約権を

消却した場合及び新株予約権者が

その権利を喪失した場合には上記

金額は減少する。 

⑮行使手

続、行使

請求受付

場所、行

使の際の

払込取扱

場所 

権利者は、当社の指定する行

使請求書に新株予約権証券を

添付の上で当社に提出し、か

つ払込金額の全額を支払う。

但し、新株予約権証券が不発

行の場合、かかる証券の添付

は不要とする。 

行使請求受付場所： 

当社コーポレート業務グルー

プ総務部 

払込取扱場所： 

株式会社三菱東京UFJ銀行 

飯田橋支店 

⑯要項の効

力 

証券取引法に基づく有価証券

届出書による届出の効力が生

じることをもって、要項の効

力が発生する。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── ２ 権利者が１個または複数の本新株

予約権を行使した場合に、当該行

使により当該権利者に対して発行

される株式数は整数（会社が単元

株制度を導入した場合には一単元

の株式数の整数倍）でなければな

らず、１株（会社が単元制度を導

入した場合は一単元の株式数）未

満の部分については株式は割り当

てられないものとする。 

３ 権利者は、行使しようとする日の

前日までに会社の指定する行使請

求書を会社に提出した場合に限

り、本新株予約権を行使すること

が出来るものとする。 

新株予約権の消却事由及び消却の条件 

１ 権利者が本新株予約権に関して当

社と締結した契約が解除され又は

終了した場合（当社が解除事由に

該当することにより権利者が解除

した場合を除く。）には、会社は

当該本件新株予約権を新株予約権

１個あたりの発行価額をもって消

却することができる。 

２ 権利者が本件新株予約権を放棄し

た場合、当社は当該本件新株予約

権を無償で消却することができ

る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本新株予約権の譲渡するときは、当社

取締役会の承認を要するものとする。

（注）1．新株予約権の申込期間 

        平成18年10月５日 

2．新株予約権の発行日 

   平成18年10月５日 

3．新株予約権の発行価額の総額 

 3,600,000円 

4．新株予約権の行使の際の払込金

額の総額 

 2,073,600,000円 

同金額は上記要項「新株予約権

の行使時の払込金額」記載の新

株予約権行使に際しての１株当

たり払込金額に、上記要項「新

株予約権の目的となる株式の

数」記載の本新株予約権の目的

である当社普通株式の総数たる

36,000株を乗じた金額である。

なお、行使価額が修正または調

整された場合には、上記金額は

増加または減少する。また、新

株予約権の権利行使期間内に行

使が行われない場合および当社

が新株予約権を消却した場合お

よび新株予約権者がその権利を

喪失した場合には、上記金額は

減少する。 

６．新株予約権の発行価額および行使

の際の払込金額の算定理由 

当社は所定の条件の下にブラッ

クショールズモデルを用いて本

新株予約権の理論価値（オプシ

ョンバリュー）を算出した。ま

た本新株予約権の発行決議に先

立つ当社普通株式の株式価格、

新株予約権の発行要項等諸事情

を勘案し、総合的に検討した。

これらを前提に、上記理論価値

のレンジの範囲内で、かつ新株

予約権の発行により企図される

目的が達成される限度として

1,000円を本新株予約権の１個当

りの発行価額とした。 

また、本新株予約権の行使時の

払込金額は、本新株予約権の発

行決議の前日である平成18年３

月６日の東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終

値（69,000円）を参考として、

68,000円（1.4％ディスカウン

ト）とした。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── 5．新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額の総額 

 2,077,200,000円 

同金額は本注3．記載の本新株

予約権の発行総額と本注4．記

載の本新株予約権の行使の際の

払込金額の総額を加えた金額で

ある。なお、行使価額が修正ま

たは調整された場合には、上記

金額は増加または減少する。ま

た、新株予約権の権利行使期間

内に行使が行われない場合およ

び当社が新株予約権を消却した

場合及び新株予約権者がその権

利を喪失した場合には上記金額

は減少する。 

6．新株予約権の発行価額および行

使の際の払込金額の算定理由 

当社は所定の条件の下にブラッ

クショールズモデルを用いて本

新株予約権の理論価値（オプシ

ョンバリュー）を算出した。ま

た本新株予約権の発行決議に先

立つ当社普通株式の株式価格、

新株予約権の発行要項等諸事情

を勘案し、総合的に検討した。

これらを前提に、上記理論価値

のレンジの範囲内で、かつ新株

予約権の発行により企図される

目的が達成される限度として

1,000円を本新株予約権の１個

当りの発行価額とした。また、

本新株予約権の当初の行使価額

は、本新株予約権の発行決議の

前日である平成18年９月19日の

東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値（64,0

00円）に0.9を掛けた57,600円

とした。 

────── 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── 3．当社は、平成18年６月12日開催の臨時取

締役会において、中国のモバイルコンテン

ツ・プロバイダーであるTianjin Centur

y Communication Technology Co.,Ltd.の

持株会社であるCentury Star Field Limit

edの全株式を取得（取得価額約15億円）し

子会社することを決議し、また、平成18年

６月23日開催の臨時取締役会において、中

国のモバイルコンテンツ・プロバイダーで

あるGuangzhou Yeahcom Communication Te

chnology Co.,Ltd.の持株会社であるLinkt

ech Technologies Ltd.の全株式を取得

（取得価額約20億円）し子会社することを

決議し、平成18年７月３日付で当該２社の

株式の受渡を完了いたしました。 

しかし、平成18年８月11日にBBMFグループ

との資本業務提携契約を解消した後、中国

におけるモバイルコンテンツ事業の継続に

ついて、見直しも含めて検討を進めた結

果、当該２社の子会社化を取り止める方針

を固め、譲渡元と株式売買契約の解消の交

渉に入りました。 

(1）子会社化取り止めの理由 

将来性および他事業とのシナジー効果を

再評価し、またBBMFグループとの提携解

消に伴う管理面での当社負担の増加も勘

案して、当社グループ業績に対する寄与

が見込めないとの結論に達しました。 

(2）今後の見通し 

２社の買収取り止めについては、現在譲

渡元との間で株式譲渡契約の解消の交渉

中であります。現在のところ、契約解消

に当たって損害賠償請求等による当社側

の経済的損失は未確定であります。 

────── 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第13期）（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）平成18年３月30日関東財務局長に提出。 

(2）有価証券届出書及びその添付書類 

 新株式発行に関する有価証券届出書であります。 

平成18年３月７日関東財務局長に提出。

 新株予約権発行に関する有価証券届出書であります。 

平成18年３月７日関東財務局長に提出。

 新株予約権発行に関する有価証券届出書であります。 

平成18年９月20日関東財務局長に提出。

(3）有価証券届出書の訂正届出書 

 平成18年３月７日に提出した有価証券届出書（新株式発行）の訂正届出書であります。 

平成18年３月９日関東財務局長に提出。

 平成18年３月７日に提出した有価証券届出書（新株予約権発行）の訂正届出書であります。 

平成18年３月９日関東財務局長に提出。

 平成18年３月７日に提出した有価証券届出書（新株式発行）の訂正届出書であります。 

平成18年３月23日関東財務局長に提出。

 平成18年３月７日に提出した有価証券届出書（新株予約権発行）の訂正届出書であります。 

平成18年３月23日関東財務局長に提出。

 平成18年９月20日に提出した有価証券届出書（新株予約権発行）の訂正届出書であります。 

平成18年９月21日関東財務局長に提出。

 平成18年９月20日に提出した有価証券届出書（新株予約権発行）の訂正届出書であります。 

平成18年９月22日関東財務局長に提出。

 平成18年９月20日に提出した有価証券届出書（新株予約権発行）の訂正届出書であります。 

平成18年９月25日関東財務局長に提出。

(4）臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）に

基づき提出しております。 

平成18年８月17日関東財務局長に提出。

(5）自己株券買付状況報告書 

   事業年度（第13期）（自 平成17年12月１日 至 平成17年12月31日）平成18年１月17日関東財務局長に提出。 

   事業年度（第14期）（自 平成18年１月１日 至 平成18年１月31日）平成18年２月15日関東財務局長に提出。 

   事業年度（第14期）（自 平成18年２月１日 至 平成18年２月28日）平成18年３月15日関東財務局長に提出。 

   事業年度（第14期）（自 平成18年３月１日 至 平成18年３月31日）平成18年４月14日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成１７年９月１２日 

デザインエクスチェンジ株式会社    

 取 締 役 会 御 中   

  新 日 本 監 査 法 人   

  
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 高 山 秀 廣  印 

  
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 関 口 弘 和  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられているデザインエクスチェンジ株式会社の平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日まで

の連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年１月１日から平成１７年６月３０日まで）に係る中間

連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間

連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判

断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査

は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査

法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断

している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財

務諸表の作成基準に準拠して、デザインエクスチェンジ株式会社及び連結子会社の平成１７年６月３０

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１７年１月１日から平成１７年

６月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成１８年９月２９日 

デザインエクスチェンジ株式会社    

 取 締 役 会 御 中   

  新 日 本 監 査 法 人   

  
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 梅 澤 厚 廣  印 

  
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 中 村 雅 一  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられているデザインエクスチェンジ株式会社の平成１８年１月１日から平成１８年１２月３１日まで

の連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年１月１日から平成１８年６月３０日まで）に係る中間

連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書

及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判

断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査

は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査

法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断

している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財

務諸表の作成基準に準拠して、デザインエクスチェンジ株式会社及び連結子会社の平成１８年６月３０

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８年１月１日から平成１８年

６月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は業務提携の進捗遅延及びシステム開発遅延等

による売上計画の未達等により前連結会計年度に引き続き当中間連結会計期間においても営業損失及び

中間純損失となり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等

は当該注記に記載されている。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような

重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映していない。 

２．重要な後発事象に記載のとおり、 

①会社は平成１８年８月１１日BBMFグループとの資本業務提携契約を解消し、平成１８年９月１５日同

グループに付与していた新株予約権の消却を取締役会において決議した。 

②会社は平成１８年９月２０日開催の取締役会において第三者割当による新株予約権の発行を決議し

た。 

③会社は平成１８年７月３日にTianjin Century Communication Technology Co., Ltd及び

Guangzhou Yeahcom Communication Technology Co., Ltd.の株式を100％取得したが、その後、当該

２社に係る株式売買契約を解消する交渉を行っている。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成１７年９月１２日 

デザインエクスチェンジ株式会社    

 取 締 役 会 御 中   

  新 日 本 監 査 法 人   

  
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 高 山 秀 廣  印 

  
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 関 口 弘 和  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられているデザインエクスチェンジ株式会社の平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日まで

の第１３期事業年度の中間会計期間（平成１７年１月１日から平成１７年６月３０日まで）に係る中間

財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、

中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、デザインエクスチェンジ株式会社の平成１７年６月３０日現在の財政状態及び同

日をもって終了する中間会計期間（平成１７年１月１日から平成１７年６月３０日まで）の経営成績に

関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成１８年９月２９日 

デザインエクスチェンジ株式会社    

 取 締 役 会 御 中   

  新 日 本 監 査 法 人   

  
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 梅 澤 厚 廣  印 

  
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 中 村 雅 一  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられているデザインエクスチェンジ株式会社の平成１８年１月１日から平成１８年１２月３１日まで

の第１４期事業年度の中間会計期間（平成１８年１月１日から平成１８年６月３０日まで）に係る中間

財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監

査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、

中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、デザインエクスチェンジ株式会社の平成１８年６月３０日現在の財政状態及び同

日をもって終了する中間会計期間（平成１８年１月１日から平成１８年６月３０日まで）の経営成績に

関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は業務提携の進捗遅延及びシステム開発遅延等

による売上計画の未達等により前事業年度に引き続き当中間会計期間においても営業損失及び中間純損

失となり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注

記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の

影響を中間財務諸表には反映していない。 

２．重要な後発事象に記載のとおり、 

①会社は平成１８年８月１１日BBMFグループとの資本業務提携契約を解消し、平成１８年９月１５日同

グループに付与していた新株予約権の消却を取締役会において決議した。 

②会社は平成１８年９月２０日開催の取締役会において第三者割当による新株予約権の発行を決議し

た。 

③会社は平成１８年７月３日にTianjin Century Communication Technology Co., Ltd及び

Guangzhou Yeahcom Communication Technology Co., Ltd.の株式を100％取得したが、その後、当該

２社に係る株式売買契約を解消する交渉を行っている。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 
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